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本日の会議に付した事件 

 

                            令和２年第３回山元町議会定例会 

                            令和２年９月４日（金）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第４４号 令和２年度 社総交（復興）請１号 （仮称）新浜諏訪原線道路改良 

             工事請負契約の締結について 

日程第 ３ 議案第４５号 令和２年度 社総交（復興）請２号 頭無西牛橋線道路改良工事請負 

             契約の締結について 

日程第 ４ 議案第４６号 令和２年度 社総交（復興）請３号 頭無西牛橋線道路改良工事請負 

             契約の締結について 

日程第 ５ 報告第１５号 令和元年度決算山元町健全化判断比率について 

日程第 ６ 報告第１６号 令和元年度決算山元町公営企業資金不足比率について 

日程第 ７ 認定第 １号 令和元年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ８ 認定第 ２号 令和元年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

日程第 ９ 認定第 ３号 令和元年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第１０ 認定第 ４号 令和元年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第１１ 認定第 ５号 令和元年度山元町亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

日程第１２ 認定第 ６号 令和元年度山元町水道事業会計決算認定について 

日程第１３ 認定第 ７号 令和元年度山元町下水道事業会計決算認定について 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（岩佐哲也君）ただいまから、本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（岩佐哲也君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定により、６番髙橋眞理子君、

７番竹内和彦君を指名します。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）これから議長諸報告を行います。 

      総括質疑通告書の受理。議員３名から総括質疑の通告がありましたので、その一覧表

を配布しております。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第２．議案第４４号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 
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建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。それでは議案第４４号令和２年度 社総交（復興）請１号 （仮

称）新浜諏訪原線道路改良工事請負契約の締結についてご説明させていただきます。 

      配布資料 No.３、議案の概要をお手元にご準備お願いいたします。 

      提案理由でございますが、（仮称）新浜諏訪原線道路改良工事請負契約の締結に当たり、

地方自治法の規定により議会の議決を要するので提案するものでございます。 

      内容の説明に移らせていただきます。 

      １、契約の目的につきましては、記載のとおりでございます。 

      ２、契約の方法につきましては、条件付一般競争入札としております。 

      ３、契約金額につきましては、消費税を含み２億６，８３６万７，０００円となって

おり、落札率は８９．６４パーセントとなっております。 

      ４、契約の相手方は、株式会社福田組東北支店でございます。 

      ここで裏に移りまして、執行調書をご覧ください。 

      公告後に参加資格の確認申込みが５社からございまして、当日、そのうちの４社から

入札をいただきました。その中から、福田組東北支店が落札したものでございます。 

      議案の概要にお戻りください。 

      なお、この株式会社福田組でございますけれども、もともと新潟のほうの会社でござ

いまして、昭和４０年に仙台営業所を設置しており、その時期から、この地方での営業

活動を開始しているとのことでございます。 

      ５、工事の場所でございますけれども、真庭地内ほかとなっております。 

      １枚めくりまして位置図をご覧ください。今回の工事範囲でございまして、まず凡例

でございますけれども、この地図の青の実線が既に施行済みのところ、赤の点線が現在

施工中の範囲、赤の実線が、今回提案させていただいております工事の実施範囲となっ

ております。 

      基本的には、戸花山から山を切りまして、その西側、町道との間のところに土を盛っ

ていって形を造り、その上に路盤を造って舗装までするという内容となっております。

なお、現在実施中の工事につきましては、いちご街道より東側につきましては、舗装ま

で実施いたします。いちご街道の西側につきましては、今回の工事でも工事用道路とし

て使用することが想定されますので、現在実施中の工事では路盤までとしており、今回

発注の工事で最後の舗装をかける予定としております。 

      そして、一番東側の施工済みの範囲についてでございますけれども、もう町道分の形

はできておりますので、県道相馬亘理線の分の舗装が完了するところを待って、１０月

頃に開放できればと考えております。 

      議案の概要にお戻りください。 

      ６、工事の概要でございますけれども、施工延長は８４８．６メーター、先ほどの位

置図の範囲となっております。その範囲におきまして、土を切りまして、路体路床を盛

り上げます。また、３番に浅層改良工とありますけれども、この戸花山の西側の部分に

つきましては軟弱地盤となっておりますので、重機の走行性を確保するために、最初に

改良を実施するものであります。あと５番の土留め工でございますけれども、一番今回

の工事範囲の西側のところに人家ございまして、その部分の土地の沈下を避けるために、

工事範囲との間に矢板を打つものでございます。そして排水構造物工と舗装工、下層路

盤から表層までを実施するという内容となっております。 
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      ７の工期でございますけれども、契約日の翌日から令和３年３月３１日までとしてお

ります。 

      以上が、議案の説明となります。よろしくお願いいたします。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

      ９番岩佐孝子君。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。今回、町内、点数は何点、評価点数何点以上っていうことでの参加だ

ったでしょうか。条件の中で。中身を教えてください。条件の中身をお願いします。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。お答えいたします。 

      今回の一般競争入札、条件付一般競争入札に当たりましての条件設定といたしまして

は、まず、経審の土木一式についての総合評価値９５０点以上。あと、業務の実績とい

たしまして、過去１０年以内に道路土工において１万立米以上の工事の施工実績を有す

ることとしております。以上でございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。今、話を聞きますと９５０点、そうしますと、町内の業者は見当たら

ないと思うんですが、町内業者を育成するというふうなことで、非常にいろんなあれな

んですが、今回、９５０点以上というふうにした理由について、お伺いします。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。今回の条件設定の観点としては２つございまして、工事の規

模と、あと工事の内容となります。まず工事の内容といたしましては、先ほどちょっと

触れましたけれども、戸花山の西側、軟弱地盤となっておりまして、ここに工事の概要

と書きますと、もうただの盛土工となっておりまして、土をただ盛り上げていくような

内容に見えますけれども、実際、軟弱地盤というところで、実際、どのぐらい沈下をし

ているのかを観測しつつ、どのぐらいのスピードで盛っていいのかどうかというところ

をですね、絶えず調整しながら盛っていくという工程が求められます。そういったとこ

ろが技術的に高度であると判断しているというところが１点でございます。 

      あともう一つですね、この盛土の部分、例えば２つに分けられないのかという議論は

あるのかと思いますけれども、そういった軟弱地盤、沈下するところで２つに分けてし

まいますと、お互い隣に影響を与えるという可能性がございまして、何かあった場合の

責任分担が不明確になるという懸念もございましたので、このような設定とさせていた

だいております。以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。今の説明の中で、軟弱地盤というふうなことがありましたけれども、

軟弱地盤は、最初から想定されていたんではないかと思うんですが、想定はしていなか

ったんでしょうか。その辺についてお伺いします。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。軟弱地盤に関しましては、設計の当初からボーリングを行っ

て、もう判明しておりまして、最大、今回の工事範囲でいきますと最大１メーター程度

の沈下が見込まれるという結果となっております。以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。今の件につきまして、軟弱地盤ですね、当初から想定していた

ということなんですが、全体の事業費ですね、今現在、どのくらいになっているのか、

まず確認したいと思います。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。全体の事業費に関しましては、これまでご説明申し上げてお
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ります１３億３，５００万ですかね、そこから現在のところ変更はございません。ただ、

実際のところ請差は出ておりますので、今のところは、まだそこから下がる方向になっ

ているというところでございます。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。この件につきましては、途中で大きく設計変更したんですが、

当初から本当にそうですか。当初、７、８億のときから、もうここは軟弱地盤ていうよ

うなことでの想定、そういう意味ですか。私はそういうことを聞いたんですが。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。当初の一番当初の事業計画としては、まだ地盤改良を行って

ない段階で立てているかと思います。それで、その後ですね、詳細の設計としてボーリ

ング調査等を行いまして、地盤調査をして、その結果、軟弱地盤処理が必要であるとい

うところで事業計画を一旦変更させていただいたという経緯はあると存じております。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。そういうこともあって、かなり大きな変更ということになった

事業だと思います。相当金がね、加算されたと。で、改めて確認しますと、現在、この

１３億のうち、どのくらい済んでいるのか。度々確認しているとこなんですが、今、こ

の全体のね、この位置図を見ますと、ほぼ完了ということになんのかなと、そして、そ

れは１３億の範囲内で、しかも今の話では、請差等々が生まれてるということから、大

きく出てこないのかなというふうには思いますが。という、ちょっと懸念するのは、全

体図を見たときに、旧道との関連とか、そういったものも、この工事の中に含まれてい

るのかどうか、含まれていると思うんだけっども、相当この段差が出てね、旧道とかね、

そういったものも、それはそれでまた別工事なのかどうなのか、その辺ちょっと確認し

たいと思います。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。今、ご質問のありました旧道との件でございますけれども、

一番大きいところでは、国道６号の東の、今、町道になっていますけれども、旧６号で

すかね、この部分になるかと思います。こちらに関しましては、新浜諏訪原線、大分高

くなりますけれども、そちらのほうに乗れるような形ですり付けをする計画となってお

ります。（不規則発言あり） 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。失礼いたしました。改めて説明させていただきます。 

      まず、旧６号と新道の高低差でございますけれども、約２メーター程度ですね、とな

っております。あと、これまでの事業費の状況でございますけれども、すみません、１

分ぐらいよろしいですか。 

 ８番（遠藤龍之君）はい。全体事業費の、どのくらいいくかということの確認したかったんです

が、その確認する上でも、今言った工事費、旧道との接点の２メートル、相当な工事に

なるんでないかなと考えるんですけれども、その２メートルっつうと相当勾配っつうか、

伸びっから、その辺の工事費の確認は、これと別のものなのか、一体のものなのか、そ

の１３億の中に入ってんのかどうかという確認でした。それは確認するだけでいいんで

すけども、取りあえず、その辺の確認をひとつ。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。お答えいたします。 

      まず１点目、旧国道と今回発注する工事のすり付けでございますけれども、それにつ

きましては、今回の工事の中に含まれております。あと……。 

議 長（岩佐哲也君）あとは１３億３，５００万の中に、どこまで進んでいるのかと。どこまでの

今の現在ではね、金額になってんのかという質問だと思うんですが、２点目は。請差が

あるので、差があると言ってましたね。それを含めて、大体今どの程度なのかという現
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状の質問だと思います、これも含めてね。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。既に完成した部分と、あと現在発注済みの工事の合計額が４億８，

０００万円余りとなっております。 

議 長（岩佐哲也君）何、差額が。もう一度確認。今のは１３億３，５００万の当初予算に対して、

請差というか残が４億５，０００万あると。その差額までいっていると、８億幾らまで

いっているという回答なのか、もう一回整理して回答願います。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。今、申し上げました４億８，０００万という数字がですね、

これまでに発注した工事の合計額となっております。これ以外に、今回提案しておりま

す工事、あと、以前提案いたしました国への委託を現在実施中となっております。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。あの、もっと分かりやすく答えてもらっていいんだけっども、

分かりやすく質問してんだから、分かりやすく、全体工事１３億５，５００万のうち、

どのくらい埋まってるっつうかね、進んで、その進捗率を金で言って。事業費ですれば、

１３億５，５００万のうち、もう１０億は決定してますと。あと残りは３億。３億の内

訳は、ここからここまでがまだ残ってますという、大体でいいんだから、金額何十円ま

で要らねえから。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。先ほど話しました国への委託、あと今回の工事、そしてあと

用地補償費等を含めまして、これで全ての分が発注終わるという形になりますけど、そ

れで今時点の残額が約１億３，０００万となっております。 

議 長（岩佐哲也君）何に対して。１３億３，５００万に対して残が１億３，０００万。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。そうしますと、今回のですね、この２億６，０００万、延長で

言うと８４８メーターのもろもろの工事の費用が２億６，０００万で、それを含めて、

もう１２億使ったという、１３億だからね、という理解でいいんですよね。 

      とすると、ここに山元町発注見通しっていう資料あるんですが、ここで山元町で、今

回、新浜諏訪原線の工事として一般土木工事、入札予定が２０年の８月、これは道路改

良４７０メートルで、概算規模が５億から６億ということで照会されているんですよ。

これに基づいて、多分みんな、だから、私は今回のやつは、この５億、６億のやつが２

億６，０００万で収まったのかなという疑問も含めて、全体のあれから追っかけて言っ

て確認していることなんですが、その辺の裏っつうか内訳どうなってるんでしょうか。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。発注見通しにある工事そのものが今回の工事でございまして、その

５億、６億と概算で見積もっておったところが、正確に積算したところ今回の金額、予

定価格で言いますと、約３億でございますけれども、その金額で収まったという状況で

ございます。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。そうすると、かなりずさんな、そうだよね、５億も６億も予定

していたのが２億、半分以下で収まってるっつう話だから、しかし、そして合わせてい

うと５億、６億と試算しているわけだから、それが１３億の中に入っている数字だと思

うんです。その中でいろいろ請差とか何とかって、もっとこまくやれば、もっと近い数

字つうか、正確な数字が出てくっかと思うんだけども、もうこれ、今年の話なんですよ

ね。この辺のね、ちょっとこの設定っていいますか、見積りっつうか、なんかこの山元

町の場合、非常に甘いなというか、ざくっとしてるなっつうか、ちょっと表現、私でき

ないんですけども、というような、入札に関してはですね、非常にその辺が見えると。
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先ほどありました条件点って、どういう条件の中身でと、一般的な条件なんでしょうけ

ども、この辺もですね、昨日、おとといの話でね、それぞれの設計さってんのかという

と、なかなかその辺が明確な回答は来なかった、山元町の場合ね。 

      ていうことから見ても、ちょっとどうも、何て言うかな、今回の場合は８９で収まっ

たから、普通どおりの決定なのかなとも思いますが、併せて言うと、もっともっとやっ

ぱり吟味するならば、先ほどの、あるいはしなければならない町の考え方からすればで

すね、というふうに考えたときには、軟弱地盤がやっぱり特異なっつうか、っていうの

が今分かった話かなとは思うんですけども、ていう、もろもろのことを考えたときに、

もう少し、この取り組む姿勢というのを改めていただかなければならないのかなという

ことを訴えて終わります。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。ありませんか。 

１０番（阿部 均君）はい。あのですね、今、いろいろ２人の方、いろいろ質問されましたけども、

この参加業者５社のうちですね、辞退が１社、失格３社、こうなった理由をお聞かせい

ただきたいと思います。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。今回の８月１２日に執行いたしました、こちらの入札に

つきまして、公表資料にございます失格という部分につきましては、辞退を除いたこの

３社につきましては、最低制限価格を下回ったことによりまして失格になったというも

のでございます。 

１０番（阿部 均君）はい。落札率が８９．６４パーセント。それで、なおかつ失格されたという

か、この３がですね、これ４位、１社は辞退ですから、４社のうち４番目の方がですね、

今回は落札しているという、それでこの３番目の方ですね、その差が１２７万。そうし

ますと、最低制限価格の設定、当然、企画財政課長、度々説明をしておりますけども、

国から示されているいろいろな計算式に基づいて算出しているということでございます

けども、この失格した金額、それから落札した金額を、１２７万の差、そういうふうな

部分ですと、この最低制限価格の設定の値ですね、それが非常に高くなっているんでは

ないかと。８９パーセント近くの制限価格であると。これが適正と言えるんでしょうか。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。最低制限価格の算定式につきましては、先般、算定式の

ほうを公表させていただいておりますけれども、こちらにつきましては、国のほうとい

いますか、中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル、こちらに準じた形での最低制

限価格ということで設定をしておりまして、こちらにつきましては、全国的に示されて

いるものと同様の考え方に基づいて算定しているというものでございます。以上でござ

います。 

１０番（阿部 均君）はい、議長。財政課長、全く問題ないと。当然、国から示されている、その

算定式に従って算出している額であるということでございますけども、我々一般的に考

えますと、当然、８５パーセントぐらいの制限価格であれば、大体ね、納得できるんで

すが、もう限りなく９０パーセントに近い制限価格というのは異常ではないかと思うん

ですね、ある意味。これは震災絡みで、いろいろな入札不調がいっぱいあったという中

で国で示してきたものではないんでしょうか。その後に、これは震災の部分ではなくて、

これずっと以前から、そういうような計算式なんでしょうか。その辺、ちょっと確認し

たいと思います。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。最低制限価格の設定につきましては、国のほうから、そ
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の都度都度、見直しの都度、通知等来ておりまして、そういったものを参考にしながら、

適宜見直しを進めているというような状況でございまして、現在準じておるモデルとい

うことが、先ほど申し上げました平成３１年のモデルというような形になっております。 

１０番（阿部 均君）はい、議長。あのですね、これ当然、社総交なり交付金事業なり、そういう

ような部分はですね、ある程度、国のもう１００パーセント近い、いろいろな支援があ

っての事業でありまして、ある程度は、我々庶民の懐には響かないというような捉え方

も可能なんですけども、今後ですね、やっぱり町の単独事業なり、んで、社総交なり、

そういうふうな部分の最低制限価格、それから町の単独事業、これ全く同一なんでしょ

うか、算定式は。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。算定式につきましては、工事というような概念でくくり

になっておりますので、社総交であるですとか、町単独の工事であるとかっていうよう

な区別はしていないということでございます。以上でございます。 

１０番（阿部 均君）はい、１０番。そういう区別をしてないということであればですね、今後、

どうしてもいろいろな部分で、そういうふうな補助事業の割合が減っていくと、なくな

るとは言い切れませんけども、もう限りなく減少傾向に転じるということになろうかと

思います。どうしても、単独でいろいろな事業を展開しなければならないという状況に

なるのかなと思っております。そういう中にあってはですね、当然、この最低制限価格

のその算出などもですね、町独自のガイドラインなり、そういうふうなものをきちっと

定める必要があるのかなと思います。町長、その辺について考えがあるかないかだけで

も、お聞かせ願いたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。基本的にございません。先ほど来から課長説明してますようにね、一

定のものについてはオールジャパンでというふうなことでやっているわけでございます

ので、地方自治体の１つとしては、当然、１つの大きな基準に沿ってですね、粛々と執

行すべきだろうというふうに思います。 

１０番（阿部 均君）はい、１０番。町長の考え方は分かりました。今後はですね、やっぱり、町

長はオールジャパンの基準でということでございますけども、当然、やっぱり山元町に

は山元町のいろいろな物の考え方があってしかるべきかなと私は思います。以上でござ

います。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑はありませんか。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。今、町長のオールジャパンという話を聞きました。その中でですね、

今回は８９．６４パーセント、ほかの部分を見ると９０パーセント、９０パーセント以

下は失格、そういうふうな部分で、そのばらつきがあるんですけれども、オールジャパ

ンとすれば、全てそこに当てはまる式があるとすれば、もう全て、そこに当てはまるも

のだと私は思うんですけれども、その辺については、どのようにお考えでしょうか。９

０パーセントがあり、９６パーセントがあり、８９パーセント以下は失格みたいな感じ

があるんですけども、その辺の捉え方は、どのように考えているのか、町長のお考えを

お聞かせください。 

議 長（岩佐哲也君）これ、質問でなくて質疑ですのでね、質疑、この議題に集中して質疑をする

ようにしてください。この、今議題になっているやつについての疑問点ということでね、

改めて。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。質問なんですよ。（「質疑」の声あり）質疑なんですよ。非常に私ね、
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疑問を感じるんです。片方は８９パーセント、片方は９６パーセントとか、今回は８９

とか、９０で出てますけども、一般式、オールジャパンで、そこに当てはまるとすれば、

算定式に当てはまる数字は大体決まってくるんじゃないですか。その辺について確認し

たいんですけど。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。最低制限価格の計算式でございますけれども、モデルの

ほうで示されているとおり、例えば直接工事費ですとか、共通仮設費ですとか、現場管

理費といった様々な費用がありまして、それに対して、各係数を掛けていった合計値で

最低制限価格を設定してまいりますので、工事によって、直接工事費であるとか、現場

管理費というのが、割合が変わってまいりますので、そうしますと全体の最低制限価格

における割合というのも変わってまいりますので、そういったことによりまして、ばら

つきといいますか、そういったものが生じるということは、ご承知いただきたいという

ふうに思います。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。 

 ８番（遠藤龍之君）はい。これ、先ほど確認されたのでは、条件付の一般競争入札ということだ

ったんですけども、従来、一般競争か指名競争かというのが、従来のね、取り組みなん

ですが、その辺、この事件に関しては、その辺の設定はどうだったんでしょうか。なぜ

一般競争入札、しかも条件付というような対応にしたのか、その辺の理由について。決

まりがあるんだったら、決まりも含めて。 

議 長（岩佐哲也君）先ほど質問あったのかな。先ほど質問あった、繰り返しになりますね。別な

方質問あった。（「なぜしたのかということを聞いてるんですよ」「選んだ理由」の声あり）

じゃあ再度。（「なぜ指名競争で駄目なのかとかね、その辺の説明がね、どういう説明し

たんですか」の声あり）さっきの説明してください。（「さっき言ったのは条件付の中身

言ったんですからね、２つ。何聞いてるんですか。私の言ってんのは、何で条件付入札、

指名かということを聞いたんですよ、議長もちゃんと聞いてください」の声あり） 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。先ほど岩佐孝子議員にご回答申し上げましたけど、基本的に、

この工事が高度な内容を含むというところと、あと、規模の問題から、条件付の一般競

争入札という形で指名委員会のほうに提案させていただいております。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。指名競争が、何で指名競争でないの。指名競争もね、一般競争

入札、指名競争入札、本来ならば、国の決めた一般競争入札っていうのが本来の形だっ

つうのは、この間の中で示されてる。それは皆さんが出された資料の中にあったのかな、

何だかな。そういう中で、そういう中で、今回の場合は、さらに指名競争ではなくて一

般競争、そして一般競争の中で、さらに条件をつけた契約方式にしたんですよというこ

となんですね。 

      これは、この場合が、その前に、いろいろな入札方式があるわけですから、何でここ

にたどり着いたのかという点、私はこれまで、この前も確認してっけんど、そういう基

準はないというんだったら、指名競争でもいいんでないかというね、素朴な疑問、疑問

ですからね、で確認、それで、なぜここに行き着いたのかということを確認してるんで

す。極端な話になるかどうか分かんねえけっども、指名競争入札でもよかったんでない

の。して、それをさらに確認した、そういうことをどこで決めたのかね、その条件付ま

でね、一般競争入札はどこで決めたのかというとこまでも確認したい。何ださっき、こ

んなの説明したんでねえか何とかと言われると、ますますこういうこと、そこまでね、
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確認したいということで、よろしくお願いします。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。お答えいたします。先ほど技術的な面と金額的な面というお

話しいたしまして、そして、そういった点があるというところで、工事の内容的に広く

ですね、業者さんに確認いただきまして、できるだけ多くの方に手を上げていただきた

いという考えから、条件付一般競争入札としております。 

 ８番（遠藤龍之君）議長、８番。だから、そういったものをね、決めるの、指名競争でもいいん

でねえかとか、そういうのも、んで、その検討の中に対象にあったのかね、俺はその前

に、ちゃんとこの前も確認してるつもりなんだけっど、なかなか回答ないから、こうい

う場面でね、その疑問を確認したいなということで、今聞いてるんですけども。 

      すっと、指名競争で対応する場合と、一般競争で対応しなくちゃならない場合ととい

うような、多分、基準があると思うんです。つくってると思うんです。それがなかなか

示されないから、この前の一般質問でもね。そういう中で、そこでもう、まず最初から

そういう基準があれば、この事業は、これは一般競争が対象ですねと。だけども、山元

町の場合、いろいろ規模とか何とかね、先ほど説明あった特異な事業とか、何事業とか

ね、というのがあって、見え隠れすっから、この事業については、ある期間の中で、こ

れは一般競争入札で対応すっけども、さらに条件つけたほうがいいんでねえかとか、つ

けるべきだとかっていうことが議論されて、検討されて、最終的に条件付の一般競争入

札となったんだろうと。 

      さらには、先ほど条件の中身をね、確認してっとこなんだけど、さらには、細かく、

その条件の中身ってどのくらいやるんですか。１０項目くらいあんですかとか、対象と

なるものがね。先ほどは大きく２点と上げられたわけだけっども、それらについても、

いろいろ条件のつけ方ってあるんでないの。今、同僚議員が言いました、町独自の、そ

こにね、町独自の条件をね、つくって設定して、そして町内業者が入りやすいような、

競争入札でもね、競争入札、一般競争入札、ということがあってもいいんでないかとい

うことも含めての疑問の確認だったんですけども、その一部のね、町独自の、それはき

っぱりとお断りされたようですが、これはね、後々問題になるかなとか、あるいはしな

くちゃならないなと、この場ではないですけどもね、そういうことの確認だったんです。

何だ、町長、もしあれば、町長答えてください。いろいろあるんだったら。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。お答えするというよりですね、先ほど議長も確認してもらった

ように、質疑ですよ、これは。質疑の範囲というのは何なんですかということをね、（「確

認してるんです」の声あり）我々もね、いろんな、これまでのこの議会でのね、どこま

で提案して、どこまであれしてもらうかっていうのは、確認しながらやってるわけです

からね、ちゃんと皆さんのほうも、一定のルールをもってやらないと、何でもというふ

うな話では、いかがなもんかというふうに思いますよ。（「質問はね、おかしいとこだか

ら、正式に捌いてください」の声あり） 

                                             

議 長（岩佐哲也君）一旦休憩しますか。（「はい」の声あり）休憩。再開は１０時５０分、１０

時５０分にします。 

午前１０時４０分 休 憩 

                                             

午前１０時５０分 再 開 
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議 長（岩佐哲也君）再開します。休憩前に続き会議を開きます。 

                                             

議 長（岩佐哲也）先ほどの遠藤議員の質問に対する回答として、町長齋藤俊夫君。 

町 長（齋藤俊夫君）各議員から、いろいろと確認された部分ございますけど、大きな意味での話

としてはですね、この前、一般質問でもですね、この入札絡みのご質問をいただいた折

に、ご説明、ご回答したとおりですね、これまでの検討状況あるいは常任委員会等の説

明も踏まえまして、年度の途中ではございますけども、今後の下半期といいますか、ま

だまだ発注案件があるというふうなこともございましたので、一定の、今可能なところ

からの見直しというふうな話を、この前させていただきましたし、あるいはまた、それ

で全て見直しが終わりということではございせんので、引き続き、必要な部分について

の見直しはしなくちゃいけない。あるいはまた、一定の決まりごとの明文化というふう

なことも含めて、お互いに分かりやすいような、まさに透明性を、そういうふうな意味

でも確保できるようなですね、明文化などもしっかり対応していかなくちゃないなと、

していきますので、そういうようなこともご理解いただきながらですね、この契約案件

については、よろしくご審議を賜りたいなというふうに思うところでございます。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから議案第４４号令和２年度 社総交（復興）請１号 （仮称）新浜諏

訪原線道路改良工事請負契約の締結についてを採決します。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第３．議案第４５号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。それでは議案４５号について説明させていただきますが、次

の議案４６号と関連ございますので、まず、この対象路線全体についての状況を説明さ

せていただきたいと思います。 

      議案第４５号、第４６号資料、別紙となっております位置図をご覧いただければと思

います。 

      今回、工事契約２件提案させていただいております頭無西牛橋線でございますけれど

も、その概要図となります。南が高瀬川排水路から、北が亘理町境までの路線でござい

まして、その現在の状況を示しております。 

      南側半分は、改良がおおむね終わっておりまして、それが黄色地に黒枠になっている
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区間でございます。これが改良終わっておりまして、今年度終わって、舗装を発注する

予定となっております。そして、工事として残っておりますのが、各町道との交差点部

と、北側半分の改良となっております。この北側半分、３件発注しておりまして、その

うち一番北側に関しましては、議決案件以下の金額でございまして、既に契約となって

おります。それが、議長報告の「工事請負契約の締結について」にございます、５番の

案件となります。 

      そして、今回議案として提案させていただきますのが、その南側、町道鷲足花釜線か

ら大平牛橋線の間の工事でございまして、南側が請２号、議案第４５号、北側が請３号、

議案第４６号となっております。 

      そして、付け加えますと、各交差点部ですね、４カ所ございますけれども、一番南側

は県道の改良と一緒に実施していただく予定となっております。そして、北側３カ所の

交差点、この丸になっておりますけれども、これに関しましては、１１月の発注、そし

て１２月の定例会での提案を目指して現在進めているところでございます。そして追っ

て、全線の舗装を実施していただくという計画となっております。 

      全体に関する説明としては、以上になります。 

      それでは、議案第４５号の説明に移らせていただきます。 

      配布資料 No.４、議案の概要をご覧ください。 

      議案第４５号令和２年度 社総交（復興）請２号 頭無西牛橋線道路改良工事請負契

約の締結についてでございます。 

      理由でございますが、提案理由でございますが、頭無西牛橋線道路改良工事請負契約

の締結に当たり、地方自治法の規定により議会の議決を要するので、提案するものでご

ざいます。 

      内容に移ります。 

      １、契約の目的でございますが、記載のとおりでございます。 

      ２、契約の方法でございますが、指名競争入札としておりまして、指名業者は９社と

なっております。 

      ３、契約金額につきましては、消費税を含めまして８，８７２万５，６７０円となり、

落札率は９０．０１パーセントとなっております。 

      ４、契約の相手方でございますが、株式会社横山産業、町内の企業となっております。 

      ここで、裏面の執行調書をご覧ください。 

      先ほど申し上げましたように、９社指名としておりまして、１社が辞退、そして２社

が失格となっておりまして、株式会社横山産業が落札したという結果となっております。 

      表、議案の概要にお戻りください。 

      工事の場所につきましては、先ほどお話ししたとおりでございまして、町道鷲足花釜

線の北側の部分となります。 

      ６、工事の概要でございますけれども、施工延長２６６．１メーターとなっておりま

して、この範囲におきまして、掘削盛土、地盤改良、擁壁の設置、排水口舗装を実施す

るという内容となっております。 

      ここで、３番の擁壁工でございますが、特にアール工区となっておりますが、東側の

部分ですね、こちらほぼ全線にわたりまして擁壁を設置するという内容となっておりま

す。 
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      ７、工期でございますが、契約日の翌日から令和３年３月３１日までとしております。 

      以上で議案の説明となります。よろしくお願いいたします。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

      ９番岩佐孝子君。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。今回は、町内業者の育成ということも踏まえて指名委員会というふう

になったんですけれども、その指名委員会で一般競争、そして指名委員会随意契約があ

るんですけども、指名競争入札にした理由についてお尋ねします。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。お答えいたします。 

      指名競争とした理由でございますけれども、まず、工事の規模といたしまして一定の

規模以下であるというところが１点。あと、工事の内容といたしまして、擁壁の設置、

あるいは盛土、切土といった一般的な工事であるということで、町内業者で施工可能で

あると判断して、指名競争入札としております。以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）ほかに質疑はありませんか。 

 ８番（遠藤龍之君）また指摘されるかと思うんですが、簡単に。今、理由に工事規模、一定の工

事以下、そして一般的な工事というような理由で指名競争入札にしたということなんで

すが、それを決める基準というのはあるんですか。だから、私の記憶では、理解では、

前の質問の中で、そういう基準はないというふうに受け止めたんですが、だから、ある、

なしでいいんです。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。工事発注の提案課としてご説明させていただきます。 

      建設課の案件といたしましては、おおむね１億をめどといたしまして指名競争として

おります。以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）基準はあるのか、ないのかということですから、判断基準はそうだったかも

しらんけど、基準はあるのか、ないのかという質問に対する回答、お願いします。 

副町長（菅野寛俊君）はい、議長。今、建設課長からお話しした金額的な面という部分が、まず１

つございますけれども、その中で、町としては、先ほど建設課長がお答えしたように、

工事の規模、工種、工期等の総合的な判断でという部分があります。ただ、議員が求め

ているような、明確な基準という形では、なかなか明文化したという形ではなく、これ

までそのような取扱いで担当してきたということでございます。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。指名委員会としての役割なんですけども、その辺について確認をした

いと思います。指名委員会の役割の中で、どのような形で、この業者さんを選定したの

か、その辺について、どのような基準で指名したのか、その役割ですね、指名委員会の

役割ということで、お尋ねしたいと思います。 

議 長（岩佐哲也君）今回の、今、議題になっている案件の指名競争入札にした理由で、その中で、

指名委員会では、どんな役割を果たしたのかという質問。指名委員会は、どういう役割

を果たして指名競争入札に決定したのかという質問。関わったのか、関わってないのか

ということも含めて。 

副町長（菅野寛俊君）はい、議長。まず指名委員会の役割でございますけれども、契約を指名競争、

また随契によろうとする場合の業者の指名、そういうところを決定する機関となります。

それにつきましては、その工事を担当する提案課のほうから、その工事ごとのですね、
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指名業者選定の考え方を示していただいた上で、その委員会としての決定をするという

形で運用しているところでございます。 

 ９番（岩佐孝子君）それでは、指名委員会に示された中で、どんな形での調査を行ったでしょう

か。例えば、税の調査とか、今までの実績とか、そういう部分についての調査も行って

の指名になったんでしょうか。 

副町長（菅野寛俊君）はい。まず、大前提がございまして、町は一般競争、指名競争入札をする前

提として、町のほうに登録していただくというところがございます。その登録の中で、

今議員のような考えの部分はですね、きちんと審査した上で登録されていると。その中

から、工事ごとに指名するというふうな流れを取っているところでございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。今、登録している業者さんということだったんですが、その中で、ど

この辺、どのような部分での、未納があるかとか、実績はどうなのかとかって、どんな

辺までの調査をしての入札というか、あれしたんでしょうか。その辺、確認させてくだ

さい。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。登録申請につきましては、２年に１度、業者のほうから

申請をいただきまして、その際に、先ほどお話のありましたような税の状況ですとか、

そういったものを添付していただいて審査をしているというようなところでございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。具体的にですね、２年に１回ということなんですけれども、その直前、

その入札に入る前に、一つ一つ、事業、入札していただくときにですね、未納があるか

どうかとか、あとは、どれぐらいの、今、工事を受けているのかとかって、そういう部

分についても調査をしての業者選定だったんでしょうか。その辺について確認をさせて

ください。経営状況とか。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。事業量の確認について、私のほうからお答えさせていただき

ます。 

      当然、余り手いっぱいの状況で発注すると、手を上げていただけない可能性というも

のはございますので、その都度ですね、どの程度の事業量を、町発注の工事でございま

すけれども、どの程度の工事を持たれているかというところは、一旦確認して指名委員

会のほうに諮っております。以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。 

 ８番（遠藤龍之君）この件につきましては、まず、１つ確認したいのは、その１、その２、その

３ていう形で、この工事ね、先ほどの新浜諏訪原線同様ね、１本の事業を小分けにして

取り組んでいるというふうな理解をしているわけですが、その１、その２、その３でね。

これまた現段階で、全体事業費の中での、どこの部分ちゅうのは、これでこう示されて

いるわけですが、その辺の全体の取り組み方、方針、この１本の事業を進めるに当たっ

てですね、どういった方針、普通と違うと思うんです、１本のね、そしてあとは、先ほ

どの説明の中にあった、指名競争にした理由の中で述べられているように、町内業者の

方が参加できるようにというような配慮から、その１、その２、その３というようなこ

とで、小分けにして発注していると思うんですが、その、ちょっとね、これまた発注見

通しの中で言いますと、その１、その３、示されているんですが、このこれとですね、

全体でどういうふうになってんのか。今度、その１、その２、その３見っと、延長５０

０で１億から１億５，０００万というようなことで示されてるんですが、この辺が、ど

ういうふうに小分けされてんのかね、ちょっと見えない部分があるんです。その辺をち
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ょっと分かりやすく答えていただければ。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。お答えいたします。発注見通しについて記載されてる内容が

ですね、今回の位置図では交差点抜けておりますけれども、その交差点、発注見通し出

す時点では、この交差点までまとまった形で発注したいという部分がございまして、ま

ず金額の設定としては、発注見通しの段階では、そのようになっております。 

      しかし、用地交渉の状況等ございまして、その形では発注できないと、そういった形

になりまして、交差点部分を分離して発注しております。そして、その中で、工事の内

容、あるいは価格、区間というものを考慮した中で、このような金額設定と指名となっ

たという経緯でございます。 

 ８番（遠藤龍之君）そうすっと、この見通しによらず、その都度、指名委員会に対してね、議論

して、検討して、こういう小分けの仕方にして、その延長については一緒なのかや。一

緒でいいんよな、これな。一緒っつうか、２６６、こっちだと５００とかね、これはそ

の１、あるいはその２の中の小分けしたというふうな理解でよろしいかどうか、ちょっ

と確認します。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。そうですね。議員おっしゃるとおりでございます。以上でご

ざいます。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。今回提案されている２件と、先ほど説明にあった、既に５，０

００万以下で契約している部分については、これで１本と見ていいのでしょうか。１本

つうか、例えば、ここで示されてる、その１、その２、その３。その場合にも、既にそ

の１予定して、その１、その２、その３も一応予定、見通しではそうしてるけんども、

その１を混ぜて、さらにそっから小分けにしたんだとかね、ということであれば、それ

はそれで、別にあれはないんだけども、その辺の。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。失礼いたしました。改めて説明させていただきます。 

      その１、その２、その３、発注見通しのその１、その２、その３でございますけれど

も、基本的には、その１、その２が一番上の交差点より右下側のですね、下側の直線部

分と交差点を、その１、その２とイメージしております。そして、その３が、一番上の

交差点より上、つまり４号と交差点の部分、それがその３というイメージでございます。

そしてその中で、交差点を分離したことと、交差点を分離いたしまして、その直線部を

再度工区分割を検討した結果、このような形になっております。以上でございます。 

 ８番（遠藤達之君）はい。あんまりね、見通しの部分ではいいんだけど、いいっつうかね、確認。

今回の、ですから、その１、その２、その３はまず置いといて、今回提案されている、

３本になりますよね、これとあと、先ほどの説明あった５番目、ナンバー５のやつ、こ

れが１本だったものを、町内業者参加しやすいようにって分けたという理解でいいんで

すか。ではないの。もう最初から。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。すみません、分かりにくくて申し訳ございませんけれども、

一番分かりやすいのは、その３ですかね、その３の部分に関しては、４つあるうちの一

番上の交差点と、それより上の直線部分で、もともとイメージしておったと。そして、

そこから交差点部分を除いて４号を発注しているという形になります。つまり、その３

の一部が４号になっていると。 

 ８番（遠藤龍之君）質問するほうもちょっとね、あいづのようだから、別な形で。これではね、

１億から１億８，０００万って、先ほどの工事規模からすっと、予定さってんのは一般
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競争入札なんですね、契約の方式でね。町の配慮で、町内業者が参加しやすいようにと

いうようなことで、指名競争入札にしたんだよというふうな受け止めをしてるわけです。

その際の小分けの、んじゃね、基準は何なのかというふうに、どういうことで分けんの、

これ見っとね、これは８，０００万、８，０００万で大体、２、３とで落ちてんだな。

そしてもう１本は４，０００万で決まったということになってんだけども、その辺の分

け方はどうなのかなと。どういう基準でね、どういう考えで、こういうふうに区分けっ

ていうかね、１つの事業にしたのかという。まあ、だからこれ、１億以下だから、だか

ら競争入札つうことにしたんでしょ。その辺も含めてだな。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。まず、発注単位の分け方としては、基本的に交差点間で、ま

ず一まとまりということで考えております。そして、また例でお話ししますけれども、

先ほどお話ししたように、一番上の交差点より北側、当初一体発注で考えていたという

ところが、交差点部分がちょっと発注が難しいというところで、北側の部分になったと。

そして、一体発注の段階ではですね、先ほどお話ししました一般競争入札の目安以上の

金額になってしまいますので、発注見通しの段階では、そのように一般競争入札とさせ

ていただきました。 

      しかし、実際発注する段階では、交差点を除いた北側の部分だけということで、目安

以下の金額になったというところと、議員おっしゃったような配慮といいますか、そう

いった部分もございまして、今回のような形態となっております。以上でございます。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。理解としては、そもそも予定していたのでは、交差点だのも含

まってるっていうこと。だから、このくらいの値段なんだけっども、今回は、いろいろ、

そこを抜いて、抜くことによって、偶然というか、一般競争で対応しなくても指名競争

で対応できるような事業内容、工事内容になったから、こういうことでやったという理

解でいいんですよね。はい。取りあえず分かりました。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか質疑ありませんか。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。今回のこの契約者なんですけども、６月からでさえも３件、今

回入れると５件なんですが、現場での１級施工管理者ですか、そういう方とか、監督、

そして検査体制に、ちょっと私は疑問を持つんですけども、その辺については、どのよ

うにお考えでしょうか。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。手持ち技術者の状況でございますけれども、現在、当該業者、１級、

２級合わせまして、技術者が８名おります。そして、この状況で、まず町の工事で既に

請け負っている工事が３件ございます。あとそれに加えまして、すみません、４号を加

えますと４件ですね、４件ございまして、それに加えて、すみません３件です、それに

今回の３件を加えます。あともう１件ですね、県の下請といたしまして、１件工事を持

っておりまして、合計手持ち工事が７件。それに対しまして技術者が８名で、本事業所

に専属の１名を除いても７名いるというところで、法律上は適正な配置ができる状態と

なっております。以上でございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。建設の部分についてはそうなんですけども、町全体と県の部分を入れ

ても、もう満たしてるというふうな、条件は満たしてるということで受け止めてよろし

いんですね。はい。じゃあ。 

議 長（岩佐哲也君）そのほか、はい。 

 ９番（岩佐孝子君）今までですと、結構、次の年への繰越しとかというのは、明許繰越しとか事
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故繰りとかというのがあるんですけれども、今回、３月３１日までということですが、

それは、工期は厳守されるということで発注ですよね。大丈夫なんでしょうか。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。標準的な金額から算出される工期でいきますと、４月ぐらい

までかかるような金額の工事でございます。ただし、これまでも同じような内容で同じ

規模の工事を発注してる中で、ちょうど年度内いっぱいぐらいの、７カ月ぐらいの工期

でできているという実績がございますので、このぐらいの工期でできるものと判断して

おります。ただ、議員ご懸念のように、やはり多数の工事受注していることは事実でご

ざいますので、強い注意を持ってですね、監督に当たっていきたいと考えております。

以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）これで質疑を終わります。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから議案第４５号令和２年度 社総交（復興）請２号 頭無西牛橋線道

路改良工事請負契約の締結についてを採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして日程第４．議案第４６号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。それでは議案第４６号令和２年度 社総交（復興）請３号 頭

無西牛橋線道路改良工事請負契約の締結について、ご説明いたします。配布資料 No.５、

議案の概要をご覧ください。 

      提案理由でございますが、頭無西牛橋線道路改良工事請負契約の締結に当たり、地方

自治法の規定により議会の議決を要するので提案するものでございます。 

      内容に移ります。 

      １、契約の目的については、記載のとおりでございます。 

      ２、契約の方法については、指名競争としており、指名業者数は９社となっておりま

す。 

      ３、契約金額につきましては、消費税を含み６，０１３万７，０００円となっており、

落札率は８９．０９パーセントとなっております。契約の相手方につきましては、株式

会社横山産業となっております。 

      裏面、執行調書をご覧ください。先ほどお話しいたしましたように、指名９社に対し

まして１社辞退となっており、１社失格で、株式会社横山産業が落札しております。 
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      表面の議案の概要にお戻りください。 

      工事の場所でございますが、花釜地内ほかとなっております。先ほどお話しいたしま

したように、鷲足花釜線と大平牛橋線の間の区間の北側になります。 

      工事の概要でございますけれども、施工延長４４０メーターとなっております。この

区間に対しまして、道路土工、擁壁工、排水構造物工及び下層路盤を施工するものでご

ざいます。こちらの区間、先ほどとは異なりまして擁壁がほとんどございませんので、

延長が長くなっております。 

      ７、工期でございますが、契約日の翌日から令和３年３月３１日までとなっておりま

す。よろしくお願いいたします。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから質疑を行います。   質疑はありませんか。 

      ８番遠藤龍之君。 

 ８番（遠藤龍之君）はい。工期については、先ほど説明ありましたね。１つは、この３件、３件

とも同一業者が落札しているという結果を見ますと、その発注方法ってね、これまでっ

ていうか、その基準がないって言うから何ともしゃあねえんだけども、あるいは、その

ときどきで決めるということの対象にもなっていいのかなと思うんですけども、先ほど

来、確認してます１本の道路ですよね。１本の道路の工事ですよね。そして、それを工

区分けして、工区分けの理由については、先ほど、こっからここまでということでね、

最初からそれは変わってないということなんですけども、同一時期に区分したのを同時

発注といいますか、同じね、発注してるんですよね、というときに、何の条件もなく、

その辺の検討はされなかったのか。何を言いますかって、同一業者がたまたま偶然取れ

たということの確認なんですが。そして、議論を早めますとね、これまで従来、いろい

ろ、私も経験してますが、こういう場合、１抜け、２抜けというやり方があった。それ

が制度的に、ルール的に、法律的に問題があるのかどうかっていうのは、また別の問題

っていうか、ちょっとその辺の確認まではしてませんが、同一事業の場合に、みんな分

かっておられますから、１カ所取ったらば、取れた人は、「はい、俺、抜けっからわ」と。

「あと残った人でやってけろ」とだよね、まさに指名競争入札ですからね、指名業者だ

って決まってるわけですから、決めてるわけですから。ということの検討はなされなか

ったのかどうか。 

副町長（菅野寛俊君）はい、議長。まず、１抜け方式でございますけれども、本町では、震災後に

震災復旧の中で、工期が限られたというときの中で、数多くの同種の工事を発注する際

に、そういう取扱いもやってきたという実績は確かにございます。今回、この工事を発

注するに当たりまして、まず、先ほど建設課長のほうからもお話がありましたが、町内

の業者様のですね、受注状況を確認してるという場面なんかはありましたが、その中で、

特に、今そういう状況までには至っていないということも確認しましたことから、今回

は、１抜け方式という形ではなくて、競争性を保った形で１件、１件の入札が執行され

たというふうに理解しております。ただ、その中で、結果としてこのような状況になっ

たというふうに理解しております。 

 ８番（遠藤龍之君）この辺もね、本当にこの地元業者優先、地産地消、言っておられますね。経

済うまく回すということが、本当に町の考えとなっているんだったらば、当然、これは

考えなくちゃない、その場でね。そして、誰もができる事業、誰もができる事業という
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か、それは先ほどの建設課長のね、お話にもありました、町内の企業で十分耐えうる中

身とするならば、こういった事業こそですね、それこそ競争させて、そして競争の結果

っつうことなんだけど、ただこの競争の結果を見ましても、何かかなりね、１番と２番

がこう、競り合ってて１番の人が勝ったっつうか、最低制限でね、失格になった。どっ

ちも失格になってる、しかもこの少額の中でねっていうね、何かこの結果だけを見れば、

何かあるのかなと考えざるを得ないような結果になっている。これは私の、これを見て

の結果なんですが、というふうにも、こう見られたときに、やっぱこの辺のですね、発

注方法についてはね、やっぱり、これから本題に入んねくなっとは思うけっども、やっ

ぱこれもね、やっぱ問題が残る発注方式だったなということを指摘して、またさらに確

認する上で、こういったこの１社入札のね、おんなしことになるんですが、同一業者が

取った、取れそうだなっつうかね、その辺の可能性について、可能性について、事前に

指名委員会等々でね、そういった議論、検討っつうのはなされたかどうかだけの確認を

いたします。 

副町長（菅野寛俊君）はい、議長。結果から言えば、そういうふうな議論までは至っておりません。

先ほど言いましたように、町内の業者様の受注状況を判断する場面はあったかと思いま

すけれども、あくまでそのような形で、今回は指名……、町内の業者の受注状況等の確

認の場面は、当然してる中で、今回は問題ないというふうな状況もありましたことから、

今回は、このような形を取ったということでございます。 

 ８番（遠藤龍之君）この発注方法についても、いろいろ疑問が残るということを確認して。それ

から先ほど、工期の問題が懸念されたわけですが、工期の問題については、あるいは…

…、工期でない、体制ですね、現場監督、管理８人いると十分対応できるというお話で

した。制度上、問題ない。うん、そのとおりですね。あわせて、体力的にどうなのか。

体力的にちゅうかね、現場監督は、監督はいるよ。今度、稼ぐ人大丈夫かい、いうよう

なことも、本来ならばね、検討の対象にしなくちゃない、そういうときね。その辺の検

討ちゅうか、もうさっきの１抜けは取んないという方針だけっども、その際にだよ、取

ったらば、その体力等々いろいろ確認しながら、同時進行って言ってもね、順番等々あ

るわけだから、そんときに、１社入札とかのときに、その場での検討ってのが求められ

るのかなという疑問、素朴な疑問があるわけですが、その辺の検討っていうのはなされ

たのでしょうか。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。基本的な立場といたしましては、工期の範囲内で施工できる

から手を上げていただいているという認識にはなるんですけれども、こちらの手持ちの

範囲内で確認したところでは、当該業者、ここ３年ぐらい平均の年間の工事完成高は約

６億１，０００万となっております。それで、今回、この３件を追加した場合にですね、

ありていに言うと、残り半年で約２億７，０００万の工事をすることになると。そうい

ったときに、それが当然半分以下となりますので、できないとまでは言えないという判

断となっております。以上でございます。 

 ８番（遠藤龍之君）町としては、十分検討した結果、この結果についてはね、何ら問題なしとい

うようなことで進めるということかと受け止めました。改めて確認しますが、工期だけ

は守っていただければと。今回、余計なこと言うとね、またあれだから、そのことを求

めておきます。 

      あと、としますと、この結果を見ますと、１本のつながった事業について、たまたま
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同一業者が請け負ったと、これで言うと、もう延長何ぼになってたか、５００、６００、

１キロとか、そのくらいなっかと思うんだけっども、とした場合に、結果として、１つ

１つの工区の結果、入札の結果、それぞれ値段出たんだけども、そん中に工事経費とか

何々事務費とかって、いろいろ積算さって、この値段になっと思うんだけども、それは、

あくまでも単独の場合の、１工区単独分の場合の値段であって、これがたまたま、偶然、

同一業者ということになったときに、これまでちょっと変更契約ね、批判してきた立場

から言うと、何とも言い難い部分があるんですけども、逆の意味での変更契約というの

は考えられないのか。ていうのはね、事務費等々の短縮、あるいは工事現場は１か所で

済むとかね、あるいはさっきいった体力の問題でも、行ったり来たりできっとか、作業

員のほうがね、とかいろいろ考えて、そういうこと等々を考えたときに、そういう方向、

増やすときだけ変更契約ってね、認めざるを得なくては、もう我々としてはね、きたん

だけども、こういう場合っていうのは、じゃあそういうことも含めての同一業者のね、

取ったときの検討っつうのは、そういうことも含まって、その検討されてもいいのかな

という思いからの確認で、その部分について、今は多分検討してないと思うんだけども、

これについては、今後どう、まあ私はするべきだというふうに思うんですが、いかがで

しょうか。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。議員おっしゃったようなですね、同一現場内での経費の合算

ということに関しましては、既に工事をしている業者さんに随意契約で契約する場合に

は、おっしゃるように行われております。しかし、今回の場合ですね、あくまで別途発

注した工事でございますので、それを行うのは現実上困難であると考えております。ま

た、ちょうど近くでですね、県道相馬亘理線のほう、同じような状況ございまして、１

つの業者さんが幾つも取ってるという状況ございます。これに関しまして、県のほうに

そういった調整をしているのかというところを確認しましたところ、やはりそれはでき

ないので、してないという答えでございましたので、こちらの案件でもですね、それは

困難かと認識しております。以上でございます。 

 ８番（遠藤龍之君）これは、たまたま偶然ちゅうかね、こういうね、工事になってしまったとい

うことではあろうかと思いますが、やっぱその辺のね、これ町内の、しかも町内業者で

やれる工事内容ということが明確に示されたときに、やっぱりみんなに行き渡るような

ことの展開っていうのは、これまで何回も、いろんな方々から言われてんですね、地元

企業優先。町でもね、地域循環、地域内の循環ね、地産地消ということで、そうした声

明を出す、声明っちゅうかね、考えを示しているのであるならば、当然、そういうこと

はね、やっぱり何回も確認しますけども、何々委員会とかね、というようなところで検

討して、そして数少ないこういうチャンスを地元企業に提供する、いうことは、これは

考え、この辺では町の考え、全然、我々と一緒なんです。共有してるんです。まさに共

有してる。しかし、共有してる考えを実際に動かすときに、大きく変わってくる。変わ

ってきていると、今までね、結果から。せっかくそういういい考えを持っているんだか

ら、その辺の実現、実施されるようなやり方で、今後、取り組んでいくべきだというこ

とを強調して終わります。 

議 長（岩佐哲也君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）これで質疑を終わります。 
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議 長（岩佐哲也君）これから討論を行います。   討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）討論なしと認めます。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから議案第４６号令和２年度 社総交（復興）請３号 頭無西牛橋線道

路改良工事請負契約の締結についてを採決します。 

      お諮りします。 

      本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして、日程第５．報告第１５号，日程第６．報告第１６号の２件を一

括議題とします。 

      本件について報告を求めます。 

      報告第１５号については、企画財政課長齋藤 淳君、報告願います。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。それでは、私から報告第１５号令和元年度決算山元町健

全化判断比率についてご報告申し上げます。 

      健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項の規定により、監査委員の審査に付し、その意見をいただいた上で議会に報告する

こととされております。 

      １枚おめくりいただきたいと思います。 

      資料に基づきまして順次ご説明申し上げます。 

      まず、実質赤字比率でございます。実質赤字比率でございますが、地方公共団体の一

般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すものでございます。

今回は赤字決算ではなく黒字決算となりましたことから、バー表示となってございます。 

      なお、資料４枚目のほうをご覧いただきたいと思います。監査委員の審査意見書に具

体的な数値の記載がございますが、こちらにつきましては、マイナス１８．０パーセン

トとなってございます。 

      またページのほうお戻りいただきたいと思います。 

      次に、連結実質赤字比率でございます。連結実質赤字比率とは、全ての会計の赤字や

黒字を合算いたしまして、地方公共団体全体としての赤字の程度を示すものでございま

す。本町の場合は水道事業会計と下水道事業会計の数字のほうを合算することとなりま

す。合算後におきましても黒字決算となりましたことから、バー表示となってございま

す。こちらにつきましても、資料のほう４枚目のほうご覧いただきたいと思います。具

体的な数値の記載がございますが、マイナス２９．２１パーセントとなってございます。 

      次に、実質公債費比率でございます。実質公債費比率でございますが、借入金の返済

額及びこれに準じる額の大きさを指標化いたしまして、資金繰りの程度を示すものでご

ざいます。標準財政規模に対します元利償還金等、いわゆる公債費の割合がどの程度か

というものを示すものでございます。具体的な数字につきましては、４ページのほうで
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ございますが、９．９パーセントとなっておりまして、標準財政規模の９．９パーセン

ト程度をいわゆる借金の返済に充てているということになります。 

      最後に、将来負担比率でございます。将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計等

の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化いたしまし

て、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示すものでございます。将来的に本町が負担

いたします、いわゆる負債の額が標準財政規模に対しましてどの程度かということでご

ざいますが、各基金等に資金がございますことから、将来負担比率については、こちら

につきましてもバー表示となっております。具体的な数値につきましては、４ページで

ございますけれども、マイナス１７２．６パーセントとなってございます。 

      本町におきましては、いずれの指標も法で定めます早期健全化基準及び財政再生基準

を下回っており、財政状況は健全な状態であると考えております。 

      説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議 長（岩佐哲也君）続きまして、報告第１６号については、上下水道事業所長大橋邦夫君、報告

願います。 

上下水道事業所長（大橋邦夫君）はい、議長。それでは、報告第１６号令和元年度決算山元町公営

企業資金不足比率についてご説明申し上げます。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条の規定に基づき、令和元年度山元

町の公営企業資金不足比率を、別紙、監査委員の意見書をつけて議会に報告するもので

ございます。 

      次のページをお開き願います。 

      水道事業会計、下水道事業会計におきまして、経営指標等を判断するために資金不足

比率を算出いたしました。結果、いずれの企業会計においても資金不足が生じておりま

せんので、バー表示となっております。 

      補足説明いたします。水道事業会計、下水道事業会計、それぞれにおいて未払い金な

どの流動負債合計額に対し、現金預金などの流動資産額の合計額が上回っているため、

資金不足が生じておりません。なお、こちらについては、平成２６年度から地方公営企

業法が改正され、両会計ともただし書の方法により算出しております。 

      以上で報告第１６号の報告を終わります。 

議 長（岩佐哲也君）これに対し、代表監査委員から審査結果の報告を求めます。代表監査委員淀

川 昭君、登壇願います。 

代表監査委員（淀川 昭君）それでは、私から報告第１５号令和元年度決算山元町健全化判断比率、

報告第１６号令和元年度決算山元町公営企業資金不足比率について審査を終了し、去る

８月２０日に町長へ意見書を提出しておりますので、令和２年第３回山元町議会定例会

におきましてご報告申し上げます。 

      この健全化判断比率審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が、まず適正に作成されているかどうかを主眼として、令和

２年７月２１日に実施いたしました。 

      審査の結果でありますが、審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。 

      個別基準との比較でございますが、令和元年度の実質赤字比率、連結実施赤字比率と

も実質収支が黒字であるため、実質赤字額がなく、早期健全化基準をそれぞれ大幅に下
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回っており、良好な状態を示しております。 

      実質公債費比率でありますが、前年度より０．７パーセント低い９．９パーセントと

なっております。健全化基準の２５パーセントを大きく下回っており、良好な状態であ

ります。 

      将来負担比率につきましても、マイナス１７２．６パーセントとなっており、早期健

全化基準の３５０パーセントを大きく下回っており、良好な状態であります。 

      特に指摘する事項はございませんが、その要因として東日本大震災に伴うものも認め

られますので、なお一層の努力をしていただきたいと思います。 

      続きまして、公営企業資金不足比率の審査については、町長から提出された資金不足

比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを

主眼として、令和２年７月２７日に実施いたしました。審査に付された資金不足比率及

びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると認め

られました。令和元年度山元町上下水道事業会計については、資金不足はなく、資金不

足比率は発生しておりません。したがいまして、早期健全化基準の２０パーセントと比

較しますと、良好な状態であると認められます。 

      特に指摘する事項はありませんでした。 

      以上で報告を終わります。 

議 長（岩佐哲也君）これで審査結果の報告を終わります。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから報告第１５号、第１６号に対する質疑を行います。   質疑はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）質疑なしと認めます。 

      報告第１５号令和元年度決算山元町健全化判断比率について及び報告第１６号令和元

年度決算山元町公営企業資金不足比率についての報告を終わります。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）ここで暫時休憩とします。再開は１時２０分、１３時２０分とします。暫時

休憩。 

午前１１時５０分 休 憩 

                                             

午後 １時２０分 再 開 

議 長（岩佐哲也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）日程第７．認定第１号から日程第１３．認定第７号までの７件を一括議題と

します。 

      本件について説明を求めます。 

      認定第１号から認定第５号までの５件については会計管理者武田賢一君、説明願いま

す。 

会計管理者（武田賢一君）はい、議長。それでは、認定第１号から認定第５号までの各種会計決算

認定につきまして、ご説明申し上げます。 

      認定第１号から認定第５号の各種会計決算は、地方自治法第２３３条第３項の規定に
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より、監査委員の意見を付して、議会の認定を求めるものでございます。 

      初めに、認定第１号令和元年度山元町一般会計歳入歳出決算認定についてご説明いた

します。 

      決算書１ページをお開きください。 

      歳入決算額１３０億２，３５８万７，１９８円、歳出決算額１１３億９，０４５万１，

２２３円、歳入歳出差引き額１６億３，３１３万５，９７５円、繰越明許費繰越し額と

事故繰越繰越し額として翌年度へ繰り越すべき財源９億２，６００万２，７３４円を控

除いたしますと、実質収支額７億７１３万３，２４１円となりました。このうち、４億

円を地方自治法第２３３条の２の規定により基金へ積み立て、残金は令和２年度へ繰り

越すことにいたしました。 

      続きまして２ページをお開き……。 

議 長（岩佐哲也君）ちょっと待ってください。先ほど歳出決算額、ちょっと１１０億９，０００

万って言わなかったですかね。１１３億でしたか。ちょっと私、聞き違えかな。 

会計管理者（武田賢一君）はい。歳出決算額は１１３億９，０４５万１，２２３円です。 

議 長（岩佐哲也君）はい。分かりました。 

会計管理者（武田賢一君）はい。続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。 

      ２ページにつきましては、実質収支に関する調書でございます。内容は記載のとおり

でございます。一般会計の歳入歳出決算内容につきましては、３ページから１２ページ

までの記載でございます。このうち、３ページから８ページにつきましては歳入の明細、、

９ページから１２ページにつきましては歳出の明細でございます。１３ページ以降、歳

入歳出決算事項別明細書となります。明細書につきましては、説明を割愛させていただ

きます。 

      次に、認定第２号令和元年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてご説明いたします。 

      決算書１ページをお開き願います。 

      歳入決算額１８億６５４万２，７０５円、歳出決算額１７億３，７１５万２，２３２

円、歳入歳出差引き額６，９３９万４７３円、実質収支額も同額であります。このうち

３，５００万円を地方自治法の規定により基金へ積み立て、残金は令和２年度へ繰り越

すことにいたしました。 

      続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。 

      実質収支に関する調書でございます。内容につきましては記載のとおりでございます。

国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算内容につきましては、３ページ、４ページが

歳入、５ページ、６ページにつきましては歳出でございます。７ページ以降、歳入歳出

決算事項別明細書の説明につきましては、割愛させていただきます。 

      次に、認定第３号令和元年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

てご説明いたします。 

      決算書１ページをお開き願います。 

      歳入決算額１億７，０１６万３，２６２円、歳出決算額１億６，７６１万４，８２７

円、歳入歳出差引き額２５４万８，４３５円、実質収支額も同額でありまして、同額を

令和２年度へ繰り越すことにいたしました。 

      ２ページをお開きいただきたいと思います。 
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      実質収支に関する調書でございます。内容につきましては記載のとおりでございます。

後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算内容につきましては、３ページ、４ページから

歳入、５ページ、６ページにつきましては歳出でございます。７ページ以降、歳入歳出

決算事項別明細書の説明につきましては、割愛させていただきます。 

      次に、認定第４号令和元年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

ご説明いたします。 

      決算書１ページをお開き願います。 

      歳入決算額１４億６，６３９万４２５円、歳出決算額１３億５，５８４万８，００４

円、歳入歳出差引き額１億１，０５４万２，４２１円、実質収支額も同額であります。

このうち５，６００万円を地方自治法の規定により基金へ積み立て、残金は令和２年度

へ繰り越すことにいたしました。 

      ２ページをお開きいただきたいと思います。 

      実質収支に関する調書でございます。内容につきましては記載のとおりでございます。

介護保険事業特別会計歳入歳出決算内容につきましては、３ページ、４ページが歳入、

５ページ、６ページにつきましては歳出であります。７ページ以降、歳入歳出決算事項

別明細書の説明につきましては、割愛させていただきます。 

      次に、認定第５号令和元年度亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定につ

いてご説明いたします。 

      決算書１ページをお開き願います。 

      歳入決算額歳出決算額は同額の５６９万５，０６６円となります。以下、歳入歳出差

引き額、実質収支額、うち基金繰入れ額は全てゼロ円となります。 

      ２ページをお開きいただきたいと思います。 

      実質収支に関する調書でございます。内容につきましては記載のとおりでございます。

歳入歳出決算内容につきましては、３ページ、４ページが歳入、５ページ、６ページに

つきましては歳出でございます。７ページ以降、歳入歳出決算事項別明細書の説明につ

きましては、割愛させていただきます。 

      以上、認定第１号から認定第５号までの各種会計決算についてご説明をさせていただ

きました。ご審査いただき、ご認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、説明とさ

せていただきます。 

議 長（岩佐哲也君）続きまして、認定第６号、認定第７号の２件については、上下水道事業所長

大橋邦夫君、説明願います。 

上下水道事業所長（大橋邦夫君）はい、議長。それでは、認定第６号令和元年度山元町水道事業会

計決算認定についてご説明申し上げます。 

      地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和元年度山元町水道事業会計決算を、

別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 

      初めに、１、２ページをお開き願います。 

      収益的収入及び支出の概要からご説明申し上げます。 

      収入につきまして、区分の欄、第１款水道事業収益の決算額４億５，９５５万５，８

０９円であります。支出につきましては、第１款水道事業費の決算額３億８，８８９万

９，５６８円であります。収益的収入から支出の差引き額は７，０６５万６，２４１円

でありました。 
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      続きまして、資本的収入及び支出についてご説明いたします。 

      ３、４ページをお開きください。 

      収入につきましては、区分の欄、第１款資本的収入の決算額３，１３４万１，２１０

円であります。支出につきましては、第１款資本的支出の決算額１億６，２２９万８，

９６９円であります。 

      欄外の補足事項で説明させていただきます。資本的収入額が資本的支出額に不足する

額１億３，０９５万７，７５９円は、当年度分損益勘定留保資金等で補塡しました。 

      続きまして、財務諸表をご説明いたします。 

      ５ページをお開き願います。 

      令和元年度山元町水道事業損益計算書のご説明をいたします。 

      中頃にあります、まず経常利益６，６１４万５，７９４円であります。当年度純利益

６，５５９万９，２４２円であります。当年度純利益に前年度繰越し利益剰余金４億５，

９３２万２，９９２円を加えると、当年度分の未処分利益剰余金５億２，４９２万２，

２３４円となります。 

      令和元年度山元町水道事業貸借対照表の説明は割愛させていただきます。 

      以上、ご説明いたしました。 

      続きまして、認定第７号令和元年度山元町下水道事業会計決算認定についてご説明申

し上げます。 

      地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和元年度山元町下水道事業会計決算

を、別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 

      １、２ページをお開き願います。 

      初めに、収益的収入及び支出の概要からご説明申し上げます。 

      収入につきまして、区分の欄、第１款下水道事業収益の決算額６億１，８７５万９，

４９９円であります。支出につきまして、第１款下水道事業費の決算額４億９，８８２

万３，３８８円であります。収益的収入から支出の差引き額は１億１，９９３万６，１

１１円のプラスでありました。 

      続きまして、資本的収入及び支出について説明いたします。 

      ３、４ページをお開きください。 

      収入につきましては、区分の欄、第１款資本的収入決算額４億６，３０４万７，８９

３円であります。支出につきましては、第１款資本的支出の決算額７億４９２万４６０

円であります。 

      欄外の補足事項で説明させていただきます。 

      資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億４，１８７万２，５６７円は、過年度

分損益勘定留保資金等で補塡いたしました。 

      続きまして、財務諸表をご説明いたします。５ページをお開き願います。 

      令和元年度山元町下水道事業損益計算書のご説明をいたします。 

      中頃にあります経常利益１億１，３２９万３，２２７円であります。 

      当年度純利益１億１，０９０万５，４６４円であります。当年度純利益と前年度繰越

し欠損金を加え、未処分利益剰余金変動額を差引いた当年度未処理欠損金８億４，８２

６万１，９１２円となります。 

      令和元年度山元町下水道事業貸借対照表の説明につきましては割愛させていただきま
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す。 

      以上、ご説明申し上げました。よろしくご審議の上、認定賜りますようお願い申し上

げます。 

議 長（岩佐哲也君）以上の認定第１号から認定第７号までの７件の説明に対し、代表監査委員か

ら決算審査結果の報告を求めます。代表監査委員淀川 昭君、登壇願います。 

代表監査委員（淀川 昭君）はい。それでは、私から決算審査結果についてご報告申し上げます。 

      地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項並びに地方公営企業第３０条第２

項の規定により、町長から審査に付された令和元年度一般会計、各種特別会計及び各事

業会計の決算書、証拠書類、その他政令で定められた書類並びに基金等の運用状況を審

査し、去る８月２０日、町長へ審査書類を提出しておりますので、令和２年第３回山元

町議会定例会において、その概要をご報告申し上げます。 

      第１、審査の対象。令和元年度山元町一般会計歳入歳出決算及び各種特別会計歳入歳

出決算並びに山元町上下水道事業会計決算。２、令和元年度地方債基金積立て及び出資

による権利並びに有価証券等の状況。 

      第２、審査の期間。令和２年７月１３日から令和２年８月６日まで。 

      第３、審査の方法。令和２年７月３日、決算審査に付された令和元年度山元町一般会

計、特別会計歳入歳出決算及び企業会計の決算並びに地方債の状況について、次に掲げ

ることを主眼とし、関係責任者から説明を聴取し審査を実施いたしました。 

      （１）歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調

書は、定められた様式で作成されていたか。 

      （２）決算書の計数は正確であったか。 

      （３）予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われていたか。 

      （４）違法または不当な収支はなかったか。 

      （５）収入未済額、不納欠損処分及び滞納処分停止の事務処理は適切であったか。 

      （６）事務の合理化や経費の節減に努力していたか。 

      （７）財政分析は、前年度と比較してどうであったか。また、工事等については、そ

の経過等を聴取し、農林水産課、建設課、上下水道事業所の各工事箇所を中心に現地調

査を行いました。 

      審査の結果であります。 

      審査に付された各会計決算審査書類、成果表及びその他関係諸帳票を審査した結果、

各会計決算書及び附属書類とも関係法規に基づき適正に作成されておりました。その内

容及び予算執行状況も適正妥当であると認めました。 

      また、各基金の運用状況を示す書類の計数についても台帳等と一致しており、いずれ

も条例の目的に合致し、適正に運用されていることを認めました。その概要及び意見は、

後述するとおりであります。 

      それから、一般会計、各特別会計、企業会計の順に概要を記載しておりますので、委

員の皆様には、後ほどご高覧賜り、ご審査をいただければと思います。私からは、決算

審査を通じて感じた意見を最後のページにまとめてございますので、これをご報告した

いと思います。 

      総括しますと、審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び各種基金の運用状況は、

いずれも関係法令に基づいて作成されており、計数もこれらの諸帳簿と正確に符合して
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おりました。予算の執行についても、有効かつ適正であると認められました。 

      一般会計は、歳入１３０億２，３５８万７，０００円。前年度に比べ３２．９パーセ

ントの減。歳出１１３億９，０４５万１，０００円。前年度に比べ３４．０パーセント

の減となっておりますが、決算規模は震災以前に比べますと大幅に増加しており、剰余

金も増となっております。財政の各指数も健全エリアとなっておりますが、今後とも復

興の先を見据えた冷静で慎重な財政運営に引き続き努めていただきたいと思います。 

      不納欠損処分は、一般会計で５５８万１，０００円、特別会計で７１３万６，０００

円、合計で１，２７１万７，０００円となっており、適正に処理はされておりましたが、

ここ数年増加の傾向になっているため、不納欠損の判断に当たっては慎重かつ厳正に対

応し、不納欠損処分に至らないように特段の努力をお願いしたいと思います。 

      昨今の新型コロナウイルス感染症により、内外の政治経済は不確実で不透明感を増し

てきております。この教訓、行政のデジタル化の不足や新生活への対応等、地方自治体

はどう未来に生かしていくべきなのか、もう一度立ち止まって考えていただきたいと思

います。 

      町の自主財源である町税は、年々増加に転じてきております。しかし、今後復興事業

が収束し、通常予算のみでの財政運営となった場合には、財政調整基金の取崩しや地方

債の発行等が増えることも予想されます。今後とも、職員一人一人が行政コストを意識

して、より一層の健全な行財政運営に努めていただきたいと思います。 

      以上で報告を終わります。 

議 長（岩佐哲也君）ここで、認定第６号令和元年度山元町水道事業会計決算認定について、一部

数字の訂正が発見されたということで発言の、執行部から求められております。許可し

たいと思います。 

上下水道事業所長（大橋邦夫君）はい、議長。大変申し訳ありませんでした。 

      認定第６号令和元年度山元町水道事業会計決算認定についての決算書５ページの表題、

令和２年度山元町水道事業損益計算書となっておりますが、令和元年度の誤りでしたの

で、後ほど差し替えさせていただきたいと思います。大変申し訳ございませんでした。 

議 長（岩佐哲也君）これで決算審査結果の報告を終わります。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）これから、認定第１号から認定第７号までの７件に対する総括質疑を行いま

す。 

      なお、山元町議会基本条例第６条の規定により、原則一問一答です。質疑は論点を整

理し、通告外にならないように注意して質疑をしてください。答弁も簡潔にされますよ

うお願い申し上げます。なお、効率的議会運営の観点からも、に努めて議論していただ

きますよう、よろしくお願い申し上げます。 

      １１番菊地康彦君の質疑を許します。菊地康彦君、登壇願います。 

１１番（菊地康彦君）１１番菊地康彦です。ただいま提案されております一般会計決算書について、

総括質疑を行います。 

      昨年の当初予算編成に当たり、基本方針の中で、町長が掲げた主要施策に基づく重点

的取り組みですけれども、その点について１点質問いたします。 

      令和元年度の決算、各会計決算において、復興事業を改めて点検した事業と、町政の

課題解決のために取り組んだ「７つの公約」に関する事業のうち、主な事業はどの会計
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のどの事業なのか。また、決算結果から課題の残った事業はあるのかをお伺いいたしま

す。 

議 長（岩佐哲也君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）菊地康彦議員のご質問にお答えいたします。 

      議長からの簡潔にというふうなお話も頂戴いたしましたけれども、「７つの公約」の成

果というようなことになりますとですね、一定程度の内容でもってお答えせざるを得ま

せんので、あらかじめご理解いただきたいと思います。 

      大綱第１、７つの公約の成果についてですが、３期目の町政運営については、さらな

る躍進をテーマに７つの柱を掲げておりますが、私の公約に合致するものとして判断し

た各種施策について、昨年度予算で上程し、ご可決いただいたことから、公約の具現化

に向け取り組んでまいりました。 

      復興事業を初め政策的に進める各種施策については、単年度で顕著に効果が現れるも

のではなく、中長期的な視点の下、一定のスパンで実行の可否を判断する必要があると

認識しております。その認識の下、昨年度については、７つの公約に基づき新規事業の

ほか事業の継続、さらなる拡充等について重点的に予算化し取り組んできたところであ

ります。 

      主要な取り組みについてですが、その中でも、特に私がスローガンとして掲げている

「子育てするなら山元町」「来て・見て・食べて・住んで良し、交流関係から定住へ、住

むならやっぱり山元町」の具現化に向けた取り組みについて事例をご紹介いたします。 

      まず、昨年度から町の組織体制を強化すべく、子育て、婚活、定住支援をワンストッ

プで対応する子育て定住支援課及び観光振興と交流推進を重点的に推進する商工観光交

流課を新設したところであります。さらに、保健センター内において、子育て世代包括

支援センター事業を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的な相談体制を構

築したところであります。 

      そのような支援体制を整えた上で、県内最高水準の移住・定住補助金の拡充等を実施

してきたところであり、そうした取り組みが実を結び、昨年において年間を通じて転入

者が転出者を上回る社会増につながったものと考えております。 

      また、交流人口１００万人を目指した交流拠点整備の推進については、それを牽引し

新たな町のランドマークとなる農水産物直売所「やまもと夢いちごの郷」が昨年２月に

グランドオープンし、町といたしましても安定経営を図るべく管理運営を担う株式会社

山元地域振興公社を側面から積極的に支援するなど取り組んでまいりました。その結果、

年間を通しての営業となった第２期の決算では、１４０余万人のお客様にご来場いただ

き、当初の売上げ計画を１，８００万円ほど上回る２億６，３００万円と、昨年に引き

続き黒字決算となる見込みであります。 

      また、今やイチゴのふるさと山元町を象徴する施設となった「やまもと夢いちごの郷」

の来場者に加え、現在整備を進めている飲食施設や、コロナ感染症の影響で今月下旬に

開館を延期している震災遺構中浜小学校など、町外からも魅力を感じる拠点が整うこと

から、いよいよ交流人口１００万人も現実味を帯びてきたものと認識しております。 

      おかげさまをもちまして、昨年度決算における公約関連の主要施策については、これ

までの各種施策、取り組みとの相乗効果により、町政の課題解決に大きく前進したもの

と自負しております。 
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      一方、ご指摘のありました課題の残った事業、特に復興事業については、これまで膨

大な量の事業に取り組み、着実に歩みを進めたところであります。しかしながら、第１

期復興・創生期間の満了が間近に迫る中、事業用地の確保に向けた関係者及び関係機関

との調整や、土木職等の技術職員及び用地業務を担当する事務職員の不足など、やむを

得ない事情により、期間内での完了が危惧される事業が発生する状況となっております。 

      さらに、昨今の自然災害による復旧事業や、新型コロナウイルス感染症の対応など、

新たな行政需要が山積している状況であります。限られた人員の中、引き続き復興事業

の早期完成を目指し取り組んでまいりますが、避難路等の整備や農山漁村地域復興基盤

総合整備事業の換地業務及び埋蔵文化財発掘調査の報告書作成業務等において、震災以

後１０年間に全ての業務を完了することが困難な事態が生じております。 

      このような状況の中、震災復興交付金制度要綱が改正され、これの事業については来

年度への繰越しが可能となりますが、事業完了に向け引き続き職員一丸となり邁進して

まいりたいと考えております。 

      以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）１１番菊地康彦君の再質疑を許します。 

１１番（菊地康彦君）はい。７つの公約という本当に守備範囲の広い内容で、質問にもちょっと迷

ったんですけれども、ただ、予算編成上ですね、町長の７つの公約の意味は大きいもの

と考えております。しかし、今回の回答からは、７つの公約のうち子育て、婚活、定住

の充実強化と交流人口１００万人を目指したですね、交流拠点整備の推進ということで

あります。まだ、復興事業の点検については課題のみで、いい成果が聞けなかったわけ

ですが、その辺を重点的にですね、再質疑をしたいと思います。 

      それで、１点目なんですけれども、７つの公約の１点目、子育て・婚活・定住支援の

充実強化についてということで、全体の成果はどのように捉えていらっしゃいますでし

ょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私のこの３期目の任期ですね、この場は昨年度までの決算、いわゆる

任期折り返しの２年間のですね、取り組みということになろうかというふうに思います

が、私も、議員の今回の質問を受けて改めてですね、この７つの公約、それぞれの分野

ごとに見ていった場合にですね、基本的には相当程度事業に着手しておりますし、先ほ

どご紹介したような部分含めて一定の取り組み成果を上げるまでになっている部分も

多々あるのかなというふうに思っておりまして、現段階では、総じて順調に進んでいる

というふうなことが総括できるのかなというふうに捉えているところでございます。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。この子育ての範囲というのは、かなり広い範囲でありまして、

山元町の子育てについては、かなり支援が多く、そして事細かにですね、カバーしてる

ように思われますし、他町からもですね、羨ましがられるような内容であります。その

点でですね、今、町長のほうからは順調な成果が上げられているということですので、

あえてお聞きします。その中で課題になったものはなかったのかどうか。課題。課題と

して残ったものはなかったのかお伺いしたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この分野の取り組みとしてですね、先ほど申しましたように大半は着

手、取りかかってるという部分がございますけども、これからの取り組みというふうな

部分も一部ございますのでですね、そういうような部分については、これから、今年度、

来年度にかけてというふうな部分があろうかというふうに思いますけども、先ほど言っ
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たように、個々の分野でもそれぞれの掲げた案件については相当程度進んでいるのかな

というふうに思っております。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。先ほどちょっとね、成果の中でお聞きすればよかったんですが、

そうなってくるとですね、費用対効果といった部分も上がってくるかと思うんですが、

そうすると、順調に進んで、この費用に対しても十分な住民サービス、そういったもの

につながっていると考えてよろしいわけですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。そうですね。町の大きな課題解決である、まず人口問題ですね。少子

高齢化あるいは出生率の向上というふうな関係でございますので、こういう施策を通じ

てですね、町の宝であるお子様をつなげて、みんなでしっかりと支援していくという体

制づくりですね、これを大きなスローガンである「子育てするなら山元町」に向けてし

っかりと継続していく必要があろうかなと。そういう中で、それぞれの目指す方向性い

うようなのは、仮に人口、残念ながら右肩下がりの傾向が否めない部分ございますけど

も、できるだけ微減に抑える。そしまた年齢、この構成ですね、年齢階層の極端なアン

バランスが少しでも解消できるような、そういう取り組みが肝要になってくるのかなと

いうふうに思っております。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。それでは次にですね、婚活事業についてお伺いしたいわけです

が、昨年のですね、事業費、予算は３００万ほど取っておったんですが、実績としては

１００万ちょいかな、ということだったんですが、その中で一年成婚だったり、お見合

いの二通りの事業がなされていたかと思うんですが、この辺の実績、カップル成立した

とかね、その辺の情報がありましたら。 

子育て定住推進課長（青田 浩君）はい、議長。はい、お答えいたします。 

      令和元年度の婚活事業、大きく２種類行っております。１つはイベント、婚活イベン

トと一般的に言われるものでですね、２月ぐらいにイチゴを使ったクロワッサンを男性、

女性の参加者で一緒に作ろうと。山元の名産のイチゴを使ったということで、男女合わ

せて３４人の参加をいただきました。当初は男女１０名、女性１０名で２０人で募集し

たんですけども、予定より多い参加をいただいて、急遽枠を増やしてということで対応

しております。それで、町内の方に限らず町外からも広く参加を募ったところでありま

す。目的としては、我々定住のほうもやってますので、山元町に来ていただくという意

味も込めて町内外、当然町内優先でやりましたが、町内外からの参加をいただいており

ます。カップル成立は３組ほど成立してございます。 

      それからあとは、年間を通してですね、一年成婚事業と、これ名前の意味はですね、

１年で結婚とか婚約に結びつけると、短期間でということで一年成婚事業ということで、

１０名の枠で募集をして、今年２年目となってます。登録いただいたのは６名の登録を

いただいて、成婚に至ったのは１名の成婚に至ったという実績としてはございます。 

      婚活の事業成果としては、以上でございます。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。すごいですね。３組がね、カップルできて成婚もあったという

ことなんですが、その場合は何か、予算に対して１００万というのはちょっと遠慮しち

ゃったのかどうか、この実数を見るとですね、そういうふうにうかがえるんですが、こ

の辺は間違ってますか。 

子育て定住推進課長（青田 浩君）はい、議長。まず、執行残の関係ですけども、一年成婚の部分

はですね、実際１０名の枠での予算取りに対して登録が年間として６名だったというと
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ころがございますし、あとそれから、年間での成婚した方へのお祝金といいますか、そ

の分の予算も併せて取っておったんですが、これは町内に引き続きお住まいになった方

に、成婚なった場合にですね、町内にお住まいになった場合に支給するというふうな仕

組みにしておったので、町内に残念ながら引き続いてお住まいになった成婚者はいなか

ったので、執行できなかったということで、予算の執行はなかった部分がありました。

以上でございます。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。そうすると、言われた最後のね、町内者少ない、これが課題と

捉えてもよろしいんですよね。はい、分かりました。 

      では次に、移住・定住に関してちょっとお伺いします。町長の説明の中では社会増と

いうことで、移住・定住のほうにもわずかな光がですね、わずかではないね、いっぱい

なのかも分かんないですけども、見えてきたということなんですけれども、その実績を

どのように捉えているかというと、うれしいしかないですよね、これね。聞くほうがお

かしいですか。 

      それで、そこでなんですけども、ちょっとその見方としてですね、せっかくのところ

を話の腰っていうかね、喜んでるところをちょっと邪魔しちゃ申し訳ないんですけど、

社会増というのは、これは１月から１２月までなのか、それとも４月から３月までの増

減を見て社会増というのか、ちょっとお伺いしたいんですが。 

子育て定住推進課長（青田 浩君）はい、議長。お答えいたします。２種類の考え方があると思う

んですけども、まず、国のほうで、総務省で統計を取ってるのはですね、以前は年度単

位で取っておりましたが、４月から３月、今は総務省の人口統計のほうでは、１月から

１２月での統計に直ってございます。平成２５年以降は歴年での集計となっております。

その中でプラス、転入が転出を上回っているということでございます。以上でございま

す。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。課長の返答で、ちょっと私のスケジュールが崩れちゃったんで、

喜ばしいことです。すみません。私、４月、３月で見たもんですから、あれ何かちょっ

と減ってるのになと思いまして、大変申し訳ございません。 

      そこでですね、この費用対効果といいますか、この社会増があった中で、定住促進、

この事業ですね、費用、これを何件ぐらい活用されてるのかというのは、あの一覧表か

な、百二十何件って。すみません、資料施策の成果の中の９３ページで、移住・定住支

援補助金交付実績というのが書かれているわけですが、３１年、昨年度ですね、過去最

多１２１件の交付があったということなんですけど、これに比例していると捉えてよろ

しいんですね。 

子育て定住推進課長（青田 浩君）はい、議長。基本的には菊地議員おっしゃったそのとおり、決

算附属資料の９３ページの執行状況の平成３１年度の交付件数、全体で１２１件という

のが実績でございます。以上でございます。 

１１番（菊地康彦君）はい。それではこの１件目の子育て・婚活・定住支援のですね、充実強化に

ついてなんですが、最後に、私の質問の中にもありましたけれども、主な事業が、どの

会計のどの事業になるのかというような質問を入れさせていただいたんですけど、この

辺はお答えできる範囲なんでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。その部分に直接、１回目触れてなかったかと思うんですけども、基本

的に、先ほど主なといいますか、取り組みの事例としてご紹介申し上げたのは一般会計
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でございます。一般会計の内容になっているというふうなことでご理解いただきたいと

いうふうに思います。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。一般会計っていうのは、一応私も分かってはおるんですけども、

その中の、結局、昨年のというと大変申し訳ありません、その７つの公約の中で、子育

ての中には子ども・子育て支援制度だったり、出産健やかハンドブックとか、子育て世

代包括センター、婚活お試しというふうに上げてるわけですけども、これを総括して説

明するのは、ちょっと無理だということですね。これ、詳細で委員会で確認するように

しますので、委員会では、ちょっとこまい質問になったら大変ご迷惑ですけど、よろし

くお願いします。 

      それから、２点目、交流人口１００万人を目指した交流拠点整備の推進についてとい

うことで、公約のほう上げて、今回も話をいただいてるんですけども、その中で一番大

きく上げてる農水産物直売所、これの実績、そういったものが顕著に出てるよというよ

うな内容も話はあるわけですけども、この事業についてですね、ちょっと昨年度途中か

らですね、後半、新型コロナウイルスの感染ということで、防止ということで、その影

響っていいますか、来場者、そういったものの影響はあっても、この状態だったという

ことでよろしいんでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。このいわゆるコロナ禍の状況を振り返ったときにですね、一時的に少

し客足が鈍った時期もあろうかというふうに思いますけども、皆さんいわゆるステイホ

ームで行き場がなくてというふうなですね、その反動もあろうかというふうに思います

けど、県内での移動については比較的というふうな部分もございましてですね、継続し

て一定の期間捉えるとですね、そんなに大きな影響がなくて、それが先ほどご紹介した

年間のですね、夢いちごの売上げというものに結びついているのかなというふうに大き

くは捉えているところでございます。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。今年末にはですね、さらに飲食施設が整備されるということで、

それに加えて、震災遺構中浜小学校も皆さんに見ていただけるようになるということで、

交流人口１００万人も見えてきたということなんですが、ご存じのようにですね、これ

水を差すような意見だな、ちょっと申し訳ないな、日本に限らずですね、世界が経済優

先ということで、今回、いろんな枠を取り払って二次感染が起きたような状況になるん

ですけど、これ微妙な問題でして、交流人口も増やさなきゃなんない、感染者も減らさ

なきゃなんないということで、この辺が、これからの交流人口に対しての課題なのかな

と。これからですけどね。今までの部分も含めて、大変、通告外と言われたらあれなん

ですけど、来年といいますかね、これからこの課題ですかね、この辺をどういうふうに

考えているかお聞きしたいと思うんですけど。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。確かにですね、まだまだ不安な部分があるわけでございます。しかし、

この感染予防と経済活動の両立を目指してですね、これまでも相当程度の感染症予防対

策に町を挙げて取り組んできましたし、そういう中で夢いちごの郷、あるいは今後の開

館を予定しております飲食施設、あるいは震災遺構中浜小学校の供用等々ですね、やは

り求められている密にならない、あるいは手洗い、消毒等をですね、十分に徹底するこ

とで、一定の往来、ご利用はしていただけるように、引き続き努めてまいりたいなとい

うふうに思っております。 

１１番（菊地康彦君）はい。本当にこんな大切なときに変な病気が、本当にね、増えてしまって、
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本当に水差すようなことなんですが、職員を初めですね、関係者各位につきましては、

本当に苦しい立場だと思いますけども、ご努力、ご尽力をお願いしたいと思います。 

      ここには出ませんでしたが、７つの公約を何だったべと言われると、ひとつ紹介もか

たがた確認しておきたいんですけど、３つ目には企業誘致、農業再生で雇用の場、所得

向上実現をということで掲げておりますが、この辺の成果なり課題といったものはあっ

たのでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。これも先ほど冒頭、ちょっと全体的な問題として触れさせていただき

ましたように、単年度で捉えることがなかなか難しい側面も全ての分野ございます。特

に産業振興なり今の雇用の関係につきましてはですね、いろんな側面から我々も状況を

確認してきておりますけども、私としては就任以降の変化、あるいは震災後の変化とい

うふうなことでですね、一定程度把握をしてきておるところでございまして、いわゆる

農業関係を除く、いわゆる経済センサスで言われるところの企業の誘致等々については、

商業関係を含めて１７社ですか、あるいは農業法人については、たしか２１社ですね。

併せて常用ですね、常用という形では５００人を超える雇用というものをですね、この

期間確認をしているというようなところでございます。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。企業誘致だったり農業再生といったものは、本当に目につく結

果が出てると思います。これからの長期的な視点でということでございますので、今後、

十分にですね、我々もサポートなりそういったもので見ていきたいというふうに思いま

す。 

      ４点目の７つの公約なんですが、これもちょっと大きいと思うんですけど、ちょっと

回答になかったんですが、教育・スポーツの振興関連事業についてということで、この

中には中学校の再編だったり、心のケアハウス事業、それから学力向上対策、それから

そういったものですね。そういったものが結構大きいかなとは思ったんですけど、この

辺のですね、成果、課題といったものはいかがなものかお伺いしたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今、教育等の分野での取り組みというふうなお尋ねでございましたけ

ども、基本的には、一部を除きますとですね、それぞれこれまた相当程度取り組んでき

ております。教育環境というふうなことではご案内のとおり、まずは中学校のですね、

再編が来年度に向けてと。学校の改修、これも坂元小学校に取り組む段階になりつつあ

ると。あるいはエアコンなりトイレの洋式化につきましてもですね、一定程度取り組ん

できてますし、スポーツ少年団の育成にも取り組んできていると。 

      これからの取り組みとしては、奨学金の返還サポート制度のですね創設というふうな

表現使っておりますのでですね、この辺については、先ほど言ったように今年度から来

年度に向けての課題かなというふうに考えているところでございます。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。昨年ね、大きくちょっと注目したのが学力向上対策ということ

で、町独自のですね、予算を立て、テスト等開始されてたかと思うんですけれども、こ

の辺の成果、それから課題といったものはどんな形なのかお聞きしたいと思います。 

教育長（菊池卓郎君）はい、議長。学力テストについては、町独自に年２回行うということで昨年

度から取り組ませていただきました。昨年度の２回の実施と推移については、必ずしも、

その２回目の結果が芳しいというふうには言えないで終わったんですけれども、ただこ

の取り組みについては、テストをやったら子供たちの勉強ができるようになるってわけ

ではなく、テストをやることで子供たちにどういう課題があるかっていうのを明確にし
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て、それをその後の指導に生かすということで、それもですね、学校、学年それぞれが

ばらばらにやるっていうことではなく、特に小学校４校一緒になってですね、連携サポ

ート事業っていう外部から講師を呼んでの研究会のようなものを年間何回かやって、４

つの学校の小学校の先生がお互いに研修し合うという取り組みをしてきて、それが今年

度の第１回目のテスト結果に表れたかなということで、先日全員協議会で、ちょっと分

かりにくかったかもしれないんですけども、紹介申し上げたところです。 

      学力向上っていうことで一言では言っていますが、教育委員会のほうでは、子供たち

の知・徳・体の全人的なですね、いろんな力の向上っていうのを伸ばしていきたいとい

うことで、学校教育充実、幅広い取り組みをしていて、それの成果というのは徐々にで

はありますが上がってきているかなと考えているところです。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。そうですね。今、学力向上といったものは勉強だけじゃないと

いうことは当然です。いろんな心の成長だったり、文武両道と申しますように、体も健

康でなければならないし、いろんな知識があって学力が向上されるというふうに思いま

す。 

      で、この教育関係の決算の状況を見ますと、その部のほうのハード的なことなんです

けど、結構残りつったらおかしい、不用額が出てる部分もありまして、ハード的にです

ね、やはりもうちょっと使えてもいいんじゃないかなという部分があるわけです。この

中に坂元小学校、第二小学校の校庭の荒れてる状況がかなり目立っております。こうい

った部分に、やはり回すといいますか、対策を取らないと、せっかく両方とも新しく造

った、直したというグラウンドで、子供たちが健康に遊べないのはちょっと疑問が残る

んですが、その辺はいかがでしょうか。 

教育総務課長（大和田紀子君）はい、議長。ただいまご指摘ありました坂元小学校と山二小のグラ

ウンドの関係だったんですけども、山下第二小学校については、今年度草を、何て言う

んですかね、引っかいて取るようなレーキを年度当初に予算をつけまして、そちらのほ

うを活用していただいているところです。坂元小学校のほうだったんですけども、２９

年度にグラウンドの改修工事を行っております。昨年度については、さほど草は目立た

なかったということなんですけども、今年度行ってみますと、確かにグラウンド全体に

草が伸びていると。 

      要因としましては、今年のですね学校休業、３月から６月まで学校が休業となって、

子供たちがグラウンドで遊ぶ機会がなかったことも、その雑草が生い茂る大きな要因と

なったのではないかと分析いたしております。ただ、農薬とかですね、そういったこと

を使うことに関しては、やはり学校施設を一般の方にも開放しているものですから、小

さいお子さん等がグラウンドに来てですね、手をついてそのままなめてしまったりとか、

そういったことも考えられますことから、農薬の使用については各学校ともなるべくし

たくはないといいますか、そういうふうに考えております。 

      実際、グラウンドに行ってみますと、やっぱり手で抜くしかないのかなというふうに

も考えております。やっぱり保護者のご協力ですとか地域の方のご協力いただきながら

管理していって、かつ子供たちがですね、業間の授業などを利用して、外で元気に遊ん

でいただくのも草の予防にもなるんではないかと考えているところです。以上です。 

議 長（岩佐哲也君）次へ入るようであれば休憩しますけど。続きますか。続ける。次の項目入り

ますか。５点目に入りますか。今４点でしたね、学校教育まで。次に入るようだったら
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休憩入れますけど。（「入りますので休憩お願いします」の声あり） 

                                             

議 長（岩佐哲也君）では、ここで１時間過ぎましたので、換気のため暫時休憩とします。休憩は

１０分間で２時４０分とします。再開は２時４０分。 

午後２時２６分 休 憩 

                                             

午後２時４０分 再 開 

議 長（岩佐哲也君）再開します。休憩前に続き会議を開きます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）１１番菊地康彦君の再質問を許します。 

      １１番菊地康彦君。 

１１番（菊地康彦君）はい。先ほどの続きとなりますが、昔のですねグラウンド、校庭だと、生え

てる土っていうのはなかなか決まってて、抜いても取れるし、除草剤といかなくても機

械で刈れば何とかなったんですが、昨今のグラウンドっていうのはどういう草なんです

かね、特に横に広がってる草で取れない。んで、さっきお話あったようにレーキ、車で

引くレーキでも取れないんです。んで、これがですね、昨年の決算時にも私、お話しし

たんですけど、不用額残すんだったら学校に確認をして、どんどん子供たちの環境をよ

くしたらどうだという点も含めて承認、判こ押したんですね決算書に。だから、これが

ちょっと、今の課長なりの話ですと、関係者だったり、親御さんって言うんですけど、

親御さんでさえ、全員で取ったってどういう状況なのか、多分、現場の草を見ると分か

るんですけど、町長、私、駅前でやっぱり学校ですから、町長がいろいろ見ていただい

て、ここのあれがどうだ、草がどうだというふうに指摘してもらって、我々もきれいに

グラウンドしてきたんですが、これができないとなると、予算の使い方って言いますか、

これがちょっと疑問を感じるし、個人でやるったって絶対できないです。土が１０セン

チしかないそうです。それを剥がせば暗渠の施設が出てくるということなんですけど、

これはほんとに、素人とか１人、２人、１０人、２０人の仕事じゃなくなってくるので、

町長がね、公約として上げる教育の振興ということも含めて、この辺の見解いかがでし

ょうかね。 

町 長(齋藤俊夫君)はい。申し訳ないんですけども、ちょっと同じこの環境でのですね、そういう

ふうな環境の悪化というのは、ちょっと想定外の部分がございます。先ほど課長から、

コロナ禍でのですね、校庭の利用頻度が影響してるんじゃないだろうかなというふうに

はお答えもしたわけでございますけども、いずれ、そもそものグラウンドの整備の在り

方といいますか、施工時の考え方があるわけでございますんで、その辺をしっかり再確

認をしながらですね、よりよい除草対策を練っていく必要があるんだろうというふうに

思います。町民こぞっての協力をもらったらいいのかですね、抜本的に何か改善策があ

るのかですね、それがちょっと教育委員会のほうで検討を進める必要があるかなという

ふうに思います。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。ぜひですね、費用対効果ということは、これはかなり大きいと

思います。使っていただければ、かなり効果出ます。先ほど課長から除草剤ができない

ということで、小さいお子さんだったり、各学校でですね、入ってきての心配も分かり

ます。ただ今の除草剤の中には、人体に影響のない除草剤も出てますし、もしそういう
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ことであればグラウンドを休みの間とか閉鎖するとか、そういったことも含めて対処し

ないと、あの立派な小学校造ったけど草だらけっていうふうなのもあるし、山二小２年

目なんで、坂小だと山二小に続けとばっかりに毎年課題になってくるんじゃないかなと

いうふうに思います。ぜひ、せっかく立てた予算ですので、有意義に十分子供たちにお

金をかけるということですので、お願いしたいと、お願いしちゃ駄目なんですけど、そ

ういうお金を使っていただきたいというふうに思います。 

      それでは、５番、６番についてなんですけど「町の発展をリードする拠点形成の推進」

と、それから「治水・排水対策 生活道路の維持補修の推進」についてということで、

これは範囲がかなり広く、そしてこまいです。この件につきましては、最後にお願いも、

お願い、要望しますけれど、その点で、特別委員会で厳しい、駄目だな、そんなこと言

って、しっかりとですね、審査をさせていただきます。 

      それで、公約最後の７つ目なんですが、これは余り、余りつったらおかしいですけど、

「心の復興 絆・コミュニティ再生の推進」関連事業についてということで、こちらで

は上げているのが新市街地の管理であったり公園管理だったり、あと町民綱引き大会と

いうことで上げておりました。昨年も綱引き大会が開催されております。この辺の成果

について、お考えありましたらお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。以前にもですね、この綱引き大会が盛況に開催されたなというふうな

ふうについては、全員協議会等々の報告等の中でですね、触れさせていただいたという

ふうに記憶しておりますけども、おかげさまで一定の参加チームなり、あるいは各地区

ごとの応援団含めましてですね、参加者も一定の参加規模、そしてまた大会に向けての

練習とかですね、終わった後の反省会等々ですね、やはり綱を通じてのこの絆あるいは

近隣のコミュニティーの再生というふうな点では、一定の役割を果たしたものと。コロ

ナの影響あるいは業務の関係もあって、ちょっとお休みというふうな場面もあるわけで

ございますけどもですね、状況を見ながらまた継続した大会、どのように開催したらい

いのかですね、引き続き検討させていただきたいなというふうに思います。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。そうですね。この綱引き大会は、我々がまだ青春時代だった頃

ですね、町民運動会ということで全地区挙げて１カ所で運動会をやって、部落の名誉を

かけて私も走ったわけです。今はこんな体型ですが足は早かったんですけど、でも、あ

れがですね名誉で、区からもね、鉛筆とノートをもらったくらいにして喜んで走ってた

んですが、やはりそういうものっていうのは、ずっと忘れないんですね。今のこの私、

まだ４５歳ですけども、５０年たったんですから足し算すっとおかしいんですけど、で

も、ほんとにね楽しい思い出で、稲刈りの時期、父ちゃんから逃げる口実がよかったん

ですね。部落のために走ってけろというと、父ちゃんも稲刈り、はい帰っていいからっ

ていうふうに言われてたんですが、やはり町長今言われるように、やはり絆だったりコ

ミュニケーションというのは、今の町には不足しているかと思います。ぜひですね、今

後もどんな形でも構わないので、前、ちょっと町長に言ったことあったっすけど、各小

学校小さな運動会することあったら、小学校対抗の運動会でもいいんじゃないかという

くらいに、子供だっていいし、大人だっていいし、そのためにはコロナ対策が大変なん

ですけどね、それさえなければ、ぜひそういう絆、コミュニケーション、こういったも

のを高める、そういった予算取りしていただいて、我々もバックアップしたいと思いま

すので、この点については、十分ですね、ご検討をしていただければと思います。 
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      では最後に、町長からは復興関係の点検については課題のみのお話だったんですけど、

でも、やはりそん中でも、やっぱり評価っていうか成果があるかと思うんですけど、そ

の点で、町長が注目する成果ですね、それがあればお聞きしたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。３．１１というですね、未曽有の災害からの復旧・復興というふうな

ことを考えますと、やはり一義的には安全・安心の確保ということになろうかというふ

うに思います。またその避難道路等一部来年度にもまたがる部分もございますけどもで

すね、国・県等も含めて１線堤、２線堤になるこの多重防御の体制整備が相当程度でき

てきましたし、あるいは、この人口減少社会を見据えて集約的な、コンパクトなまちづ

くり拠点ができて、買物に代表されるように相当利便性が向上しているというようなこ

とでですね、私は捉えているところでございます。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。今、安全・安心ということで町長からもお話しいただきました

が、その中でも、私も注目してるのは新県道ですね、この復旧、これがこれからの課題

もあり、評価でもあり、現地に被災地に残った方、それから被災地から去った方、その

方々の希望を託した道路です。完成まで間もなくなんですけども、ぜひ県の事業である

とは思いますが、町のほうでもそういったものを十分理解していただき、進めていただ

ければなと思います。で、もう１点なんですけど、心配な部分は、この大雨が多くなっ

てきている中で、県道ができたことによって水が止まるという心配があるんですね。県

道によってね。その辺の排水のほうは、十分目を光らせていただいて、水がとどまって

被災された方、今残ってる方々、２種、３種の方々が洪水で住宅に被害が及ぶなんてこ

とないようにですね、やっぱり町の目をするどく光らせていただきたいと思うんですが、

町長いかがですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今、お尋ねの部分は新県道ということでございますから、沿岸部を中

心としたですねエリアということでございますが、あそこの平たん地の中で、これまで

も町の排水対策ですね、それから大きな課題の１つでございました。排水路の整備は土

地改良の一部事業の中で対応されてきておりますのでですね、それと連動する形で、今

回の県道整備における排水についてもですね、そういうものと関連する部分でございま

すので、事業主体がたまたま県道、そしてまた町からは県にお願いしている圃場整備と

いうような中でですね、十分県内部での連携もございますし、最近は建設課長に県から

もお越しいただいておりますのでですね、今まで以上に土木事務所なり県土木部と連携

を取ってもらいながら、かゆいところまで担当課長なり担当課のほうでですね、これは

農業基盤の室長もしかりでございますけども、縦横の連携を図りながら対応していると

いうようなことで、今のご指摘をしっかりと踏まえていきたいなというふうに思います。 

１１番（菊地康彦君）はい、議長。総括質問、私初めて今回、議員になってからやったわけですけ

ど、戸惑いの中にも皆さんのですね、熱心な、それから熱意のある回答だったり受けま

して、何とか無事に過ごしたんですが、先ほどちょっと途中で申し上げたとおりですね、

今回の趣旨としては、公約の中の主な事業がどの会計、どの事業なのかということが、

私も皆さんに確認したいとこだったもんですから、この点につきましては、今日は無理

だと思いますんで、委員会中にでも結構ですので、詳細のものを希望したいと、要望し

たいと思います。 

      長い間、時間頂戴いただきましたけども、詳細につきましては、引き続き決算特別審

査委員会で確認したいと思います。 
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      以上で私の総括質疑を終わります。 

議 長（岩佐哲也君）以上で１１番菊地康彦君の質疑を終わります。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）続きまして９番岩佐孝子君の質疑を許します。 

      岩佐孝子君、登壇願います。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。９番岩佐孝子です。ただいまから、現在提案されております令

和元年度各種会計歳入歳出について総括質疑を行い、町長の所見を伺うものです。 

      １件目は、施設の維持管理についてです。 

      震災後に復旧及び新設された施設に対する維持管理費が増大していることについてお

伺いします。 

      まず１点目、光熱水費の削減目標はあったのか。 

      ２点目、公園の維持管理費を少なくする工夫はされたのか。 

      ２件目、工事の遅れについて震災後からずっと続いてるんですけれども、年度を繰越

しし完成した工事はどれだけあるのかについてお伺いします。 

      １点目、工区の分割に問題はなかったのか。 

      ２点目、契約の方法及び業者の選定方法に問題はなかったのか。 

      そして３件目、町長が常々言っております中の１つです。少子高齢者対策への取り組

みについてであります。 

      １点目は、元気な高齢者を増加させるために工夫した主な事業と成果についてお伺い

します。 

      そして２点目、子育てしやすい環境を整えた主な事業と成果についてお伺いいたしま

す。 

      以上、誠意を持ったご回答を求めます。 

議 長（岩佐哲也君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。岩佐孝子議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、施設の維持管理についての１点目、光熱水費の削減目標についてですが、

本町では平成２９年３月に町が所有管理する公共施設の有効活用や最適化を図るための

基本方針として、平成２９年度から１０年間の公共施設等総合管理計画を策定し、維持

管理コストの縮減に取り組んでおります。 

      光熱水費削減の例として、役場新庁舎は次の世代へ負担のかからない将来にわたって

持続可能な庁舎を基本理念とし、環境省エネルギーへの配慮など、継続的で将来へ持続

可能な庁舎を目指し、自然エネルギーを積極的に活用しており、安定した日差しを取り

込むハイサイドライトや、太陽熱集熱パネルを利用した太陽光床暖房設備等を整備して

おります。 

      その結果、役場新庁舎と仮設庁舎の光熱水費を比較しますと、昨年度と一昨年度との

比較では約１０パーセント、３カ年平均の比較では、約５パーセントの削減が図られて

おります。今後に向けた取り組みとしては、電気事業者と５カ年の長期契約を締結する

ことにより、役場庁舎や小中学校と高圧受電施設の施設全体で年間約２００万円の５カ

年で約１，０００万円の縮減が図られるものと期待しております。 

      また、光熱水費を含めた維持管理全体としては、今年度取り組んでいる公共施設個別

施設計画の策定に当たり、公共施設を計画的に維持管理するための改修や修繕、点検等
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を定期的なサイクルで実施することを検討するなど、施設の適正管理を推進し維持管理

費の削減を目指してまいります。 

      次に２点目、公園の維持管理経費の削減についてですが、本町で管理している公園は、

震災前からの牛橋公園と磯崎山公園、震災後のつばめの杜中央公園や、牛橋、花釜、笠

野の避難丘公園など、計１１カ所あり、その中でも一部芝生地を採用したつばめの杜中

央公園では、安全に安心して遊べる環境に加え、保育所や児童館、小学校と一体となっ

た子育て拠点ゾーンを形成し、辺りに子供たちのにぎやかな声があふれております。 

      公園の管理経費の主な内容は、除草、植栽、芝生の管理及び便益施設や遊具の管理等

となっておりますが、計画の段階から将来の維持管理を考慮し整備しております。つば

めの杜公園の夏場限定の噴水にはですね、自動制御システムを導入し、循環型ですね、

水の循環型を採用することで人件費や水道料金の抑制を図ると共に、樹木については町

木である黒松をシンボル的なものにとどめたほか、比較的低木の樹種を採用することで

剪定費用の低減を図るなど、維持管理経費の抑制を意図した施設整備を行っております。 

      さらに、平成２９年度からは、除草にシルバー人材センターを活用すると共に、平成

３０年度からは住民協働のクリーンサポート制度による公園管理に取り組むなど、管理

経費の削減に努めてきたところであります。今後も必要な管理内容は絶えず変化してい

くと考えられますので、状況の変化を見極めつつ効率的な維持管理に努めてまいります。 

      次に大綱第２、工事の遅れについての１点目、工区の分割について及び２点目、契約

の方法及び業者の選定方法についてですが、関連がありますので一括して回答いたしま

す。 

      一昨年度から昨年度に繰越しした工事件数は、復興関連事業を中心に３２件あり、全

て年度内に完成しております。工区設定に際しては、用地買収や関係機関協議の進捗状

況を踏まえ、今後発注する区間との取り合いや工事車両の進入路確保等を検討し、地元

企業の育成や振興を図る視点も考慮した上で決定しております。 

      また、工事に関する契約の方法については、工種が一般的かつ一定規模以下の土木工

事は町内業者を対象とした指名競争入札としており、工種が高度または大規模な工事に

ついては条件付一般競争入札としております。指名競争入札に係る業者選定や条件付一

般競争入札に係る参加条件設定に関しては、競争性の確保に留意すると共に、県の規定

による請負工事金額の範囲に伴う等級を参考に建設業法に基づき県知事等が付与する経

営審査事項の総合評点や各公共発注機関が工事受注者に登録を義務づけている工事実績

情報データベース、通称コリンズと言われるものでございますけども、これに登録され

た実績等を条件とし、公正に実施しておりますことから、問題はなかったものと認識し

ております。 

      次に大綱第３、少子高齢者対策への取り組みについての１点目、元気な高齢者を増加

させるために工夫した主な事業とその成果についてですが、本格的な超高齢化社会を迎

え、２０２５年には団塊の世代が７５歳以上となり、また本町の高齢化率は今年３月末

現在で４０．７パーセントとなっております。高齢化が駆け足で進展する町では、誰も

が住みなれた地域で生活を継続できるよう、各種健康づくり事業や介護予防事業に取り

組んできたところであります。 

      具体的には、保健分野において健康増進のため各地区で実施している各種運動教室や

栄養講座は、身近なところで気軽に参加ができることや事業内容が好評なことから、参
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加者数は昨年と比べ約１０パーセント増となっております。また、これまで町が主体と

なって取り組んできたダンベル体操教室ですね、そしてノルディックウオーキング教室

についてはですね、教室終了後に自主的なサークル化が進み、現在、町内２３カ所で延

べ１万３，０００人もの人が参加され、活発な活動が展開されております。さらに、重

点的に取り組んでいるウオーキング事業については、ウオーキングと史跡巡りを兼ねた

コース設定による新たなマップを作成し、開催形式等の工夫により好評を得ており、前

年度を上回る方々に参加いただいております。 

      生涯学習分野では、文化レクリエーション活動として新規で参加する高齢者をターゲ

ットに笑いをテーマとした個性的な公民館教室等を企画すると共に、一昨年度に利用を

開始した町民グラウンド等では、青空の下、シニアのソフトボール大会やグランドゴル

フ交流大会等が定期的に開催され、心地よい汗を流しながら会員相互の親睦融和が図ら

れております。また、昨年２月に１２０人の会員で発足したパークゴルフ協会について

は、新たに町の体育協会への仲間入りを果たし、隔月での例会開催に加え、各地区のク

ラブ単位での例会においても高齢者の方々が和気あいあいと心地よい汗を流し交流され

ております。町といたしましては、様々な分野での事業内容を工夫することによって、

元気な高齢者を増加させ、健康寿命の延伸を図ってまいります。 

      次に２点目、子育てしやすい環境を整えた主な事業と成果についてですが、子育てし

やすい環境の整備は一過性でできるものではなく、ハード面、ソフト面の両面から複数

年にわたって事業を展開し定着することによって、ようやく整うものであると認識して

おります。町といたしましては、大きなスローガンである「子育てするなら山元町」の

実現に向け、ライフステージに応じた取り組みを毎年着実に実践してきたところであり

ます。 

      ハード面では、こどもセンターを中心として隣接するつばめの杜保育所や山下第二小

学校、つばめの杜中央公園との相乗効果を十分に発揮し、連日、子供たちの元気な声が

響いており、町の子育て拠点としてしっかりと定着したものと認識しているところであ

ります。ソフト面では、子育て拠点施設を活用した様々な事業に継続して力を入れてお

り、子育てする保護者が気軽に参加できる子育て広場やベビーマッサージ等の各種事業

は定着しているよい事例であると認識しているところであります。 

      このように、ハード面、ソフト面の両面から継続した子育て支援事業を積み上げてき

たことにより、町の人口は自然減を社会増でカバーしてきており、平成２６年７月以降

１万２，０００台をキープしていることは大きな成果であると認識しているところであ

ります。今後も町の大きなスローガンである「子育てするなら山元町」「住むならやっぱ

り山元町」の実現に向け、鋭意取り組んでまいります。以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）９番岩佐孝子君の再質疑を許します。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。まず１点目ですね、光熱水費の削減、これについては施設の維

持管理というようなことで、次の世代へというようなことで、持続可能な庁舎をという

ようなことで、この庁舎が建設されました。でもですね、各施設なんですけども、日差

しを取り込んで光熱費の削減を図るっていうふうに大体の施設はガラス張りになってま

すよね。そのガラス張りによって、ブラインドを設置せざるを得ない状況になり、そこ

から、朝からずっと電気をつけっ放しにせざるを得ないような施設が非常に多いと私は

見受けてるんですが、その中でも１０パーセント削減したって今お話しになりましたけ
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ども、その工夫した点、どの辺にあるのか。例えば役場庁舎の部分はありますけども、

ほかの施設の部分で工夫した点があれば、教えてください。確認させてください。質疑

します。 

生涯学習課長（佐山 学君）はい、議長。お答えいたします。生涯学習関連施設ということで話を

させていただきますが、今のその具体的なブラインドという話になると、様々な施設が

ありますから、いろいろな状況が考えられる中で、例えば、まず設計上の工夫ですね、

新しい施設についての設計上の工夫から話をさせていただくと、例えば電気料金であれ

ば、トイレなんか入っていただくと分かりますが人感センサーを導入してたり、あるい

は部屋なんかは、部屋ごとに冷暖房へ切り替えるという機能を付加したりということを

やってます。使うときのみ稼働するといった工夫ですね。 

      それから、管理上の取り組みとしては、例えば小まめな消灯は極力実践できるように

やってます。それは、職員だけではなくて利用者にも協力していただいているというこ

とが現状でございます。以上です。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。私もいろんな施設を使わせていただいて、行けばそこで換気を

してっていうようなところが、ちょうど今から十数年前ですかね、中央公民館で取り入

れてみようということから始まった気がするんですけども、そういうふうな工夫を重ね

ながら、少しずつは削減を図ってきたように思われるんですけれども、それでもですね、

つばめの杜保育所とかこどもセンターとか、いろんな各施設での工夫なんかはどのよう

になさってるのか、数値を多分上げて、それに公共施設などの総合管理計画を策定しな

がらきているということなので、その総合計画の策定したときの策定値に近づいている

のかどうか、その辺についてもお尋ねしたいと思いますが。 

企画財政課長（齋藤 淳君）平成２９年の３月に策定いたしました公共施設等総合管理計画、こち

らでございますが、主な目的といたしましては、こちらの施設の長寿命化、そういった

ところの観点と、あとは施設の統廃合といった形での維持管理経費の削減といったこと

を目的に、こちらのほう作っておりまして、今年度個別の施設の計画というものを策定

しているというような状況でございまして、各施設の光熱水費ですとか、そういったと

ころについてはそれぞれ押さえているところはございますけども、目標として定めてい

るというような計画ではないというところでご了承いただければというふうに思ってお

ります。 

 ９番（岩佐孝子君）実はですね、私、数字を拾おうと思ったんです。ところが、執行部から示さ

れたこの歳入歳出決算事項別明細書見ても、光熱水費とかっていうとこは出てはいるん

ですが、ほかの部分ですね、全然備考欄に何の説明もないんですよね。私のだけがない

んでしょうか。いろんな部分で、今回この総括質疑をしようと思って数字を拾おうと思

って一生懸命探しました。予算書と照らし合わせようと思っても、それが出てこないん

ですが、その中でも少しずつ拾えるのかなと思ったんですが、そういうふうな状況には

ないということを申し上げ、そしてその管理計画の中での数値を多分上げながらやって

いくというふうに、上げながらやらざるを得ないだろうというふうに思うんですね。そ

れで、ぜひですね、１０パーセント削減、５パーセント削減、その数値目標、そしてど

れくらいの節減ができるのか、削減ができるのか、その辺をですね、一覧表にして示し

ていただけますでしょうか。今日、ここでは多分できないと思いますので、後で結構で

す。数値で示していただければというふうに思いますが、よろしいでしょうか。昨年度
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分、あと計画の分というようなことでお願いしたいんですが、町長いいでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まず、企画財政課長からお答えさせていただきました、この施設の整

備計画でございますね、これについては先ほど課長申しましたように、それぞれの計画

策定の主目的が当然ございましてですね、それに沿って何をどういうふうにというふう

な策定内容になりますのでですね、その範囲の中で、先ほど来から言ってる施設整備の

定期的な維持補修に向けてというふうな観点で整理していくことになりますので、この

光熱水費まで含んだ計画にはならないというふうなことで、そういうことでございます。 

      それから、今光熱水費という部分ございましたけども、これは大変申し訳ないんです

けども、我々、予算にしてもですね決算にしましても、一定の様式、決まりごとの中で

ご提案申し上げ、ご可決をいただき、それに沿ってまた一定の様式で決算、事業の成果

というふうなことにご説明、報告させていただくというふうなことでございますので、

基本的には、その範囲でのご審査をよろしくお願いを申し上げたいなというように思い

ます。 

      議員の趣旨は十分に理解するところでございます。みんなで公共施設の維持管理をで

すね、しっかりやっていくと。あとは、基本的な部分でございますのでですね、その意

を体して我々も引き続き努力していかなくちゃないなというように思いますので、ぜひ

ご理解賜ればというふうに思います。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。私はですね、やはり前年度の比較で今までやってきた部分のを

含めながら削減を図っていくというふうな計画をつくっていくのが筋だと思うんです。

そういうことからですね、多分各課では取っていると思いますよね。そういうことで、

どの辺を改善して、この辺で成果がこれくらい上がった、数値はこれくらいだったんだ

けども、これくらいで収まったというような、そういう部分について、ぜひ示していた

だきたいというふうに思います。この中でですね、窓口に来ますとお昼休憩時間帯、あ

の時間帯真っ暗なんですね。せめてお昼ご飯、多分事務室で食べてらっしゃる職員さん

もいると思うんですけども、あと来たお客さんが暗いところに入ってきたら気持ちまで

沈んでしまうと思うんです。最低でも窓口のところは電気をつけていただいてですね、

幾ら削減をするっていっても、気持ちよくですね、明るい庁舎の中に入ってきていただ

いてっていうふうなことに工夫もしていただければというふうに私は望んでおります。 

      そして、次の２点目ですけれども、確かに避難公園３カ所、つばめの杜公園、防災交

流センターなどが新設されたことによって、芝生の管理であったり夏場の除草、そうい

うふうな部分で非常に支出が増額されているんではないかというふうに思うんですね。

その公園の維持管理経費を少なくするための工夫、先ほどシルバー人材とかっていうふ

うな回答があったんですけども、もう少し具体的にですね、どこの部分でっていうよう

なことも含めてご回答願えたらと思います。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。お答えいたします。シルバー人材センターの活用ということに関し

てでございますけれども、対象としている公園がですね、つばめの杜地区のつばめの杜、

桜塚、町東及び３カ所の避難丘及び磯崎山、この各公園における除草等の実施でござい

ます。以上でございます。 

 ９番（岩佐孝子君）今、つばめの杜とかの公園はじめなんですけども、全てシルバー人材センタ

ーを使わなきゃならないのかなっていう疑問があります。というのはですね、茶室とか

ですね文化財関係とか、社会教育施設なんかは職員が一生懸命、住民の方々とボランテ
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ィアの方々と一緒にですね、職員もボランティア活動もしてくださってきれいに整備を

してくれています。あとは、牛橋公園とか少年の森は、かつては植栽とか除草などは管

理人で対応してたんですが、現在私、見ているところによりますと業者さんに委託して

いるような状況じゃないのかなというふうに見受けられる部分があるんですが、その辺

については、どのような区分けをしながらなさっているのかですね、その辺も、面積は

どのくらいなのかというのも、ちょっと不思議、私はすごい疑問を持ってるんですが、

ここだったらば住民の方と一緒にできるんじゃない、ここは全て業者さんでいいのって

いう疑問が非常に、工夫をして頑張っている課もあれば、もう全部お願いをしなきゃな

らない、それでも草ぼうぼうというところが見受けられて、それこそ夏場、行っても草

ぼうぼうのところでっていうところがあるので、その辺の考え方については、町長どの

ように捉えながらやってらっしゃるんでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。公共施設だけでなくって、今の話は町全体のですね、維持管理的な側

面もあろうかというふうに思います。これは今までもお話ししてるとおりですね、いわ

ゆる協働のまちづくりの中でですね、各行政区と手分けしながらと、ご協力をいただき

ながらというようなことでやっておるわけでございますし、公共施設については職員が

直接というふうな、今、なかなかそういう時代でもございませんし、あるいは限られた

マンパワーの中で相当のボリュームの事務事業を執行している中ではですね、そういう

ところまではなかなか手が回らないという側面もございます。しかし、私なども議員と

思いを同じくする中でですね、例えば、この庁舎の東側の丸い形の緑地がございますけ

ども、ああいうところなどは、今年辺りは大分よろしいんですけども、昨年度はやはり

初めての年と、初年度というふうなこともあってですね、いろんな草が生えてきました。

それには職員にも呼びかけて、お昼休みちょっとみんなで１０分、１５分やると、すぐ

にきれいになるのでというふうな、そんな対応もしてきているところでございまして、

一部はね、議員おっしゃるような形で、公共施設についても職員が若干手を入れている

ところございますけども、なかなかそういう方向を大事にしながらもですね、そういう

形を期待するのは、ちょっと難しいのかなというふうに思います。いずれにいたしまし

ても……。職員の力をですね、そういうところに一定以上振り向けるというのは難しい

時代でもございますのでですね、そういうのは余り期待しない形で、少しでも効率性の

ある、あるいは維持管理経費かさまない工夫をですね、まず一緒にしていくべきなのか

なというふうに思います。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。維持管理、先ほど公園の部分とかってお尋ねしましたけども、

町全体での公共部分でのその管理がどれくらいかかってるのか、これもやっぱり調べよ

うと思ったんですが、附属資料に記載があった課もありますけど、ほとんどはありませ

ん。そういうことからしてですね、ぜひこれも、芝の管理はどこで何名、面積はどれく

らいで、どこに委託をしてるのかとかですね、そういうことも全体的に拾っておく必要

性があると思うので、そういうことからして一覧で提示をしていただければというふう

に思います。 

      そして今ですね、町長が話をされました、職員はなかなか大変だ。それは分かります。

でも、やっぱり自分の働いてる環境、自分の管理している施設をどうにかしようと思う

と、頑張ってくれてる人たちもいるんです。そういう人たちに、私はほんとに感謝して

ます。「ええ、こんなんして自分の時間」って。でも、「こういうふうにしてきれいにし
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て町民の方々に使っていただくことによって、俺たちもうれしいんだよね」っておっし

ゃる職員の方々には、本当に頭が下がります。感謝申し上げます。これからも一緒にや

っていきたいというふうに思ってます。 

      そういうことで、芝生の管理とか、あとは公園をはじめいろんな施設の中での草刈り、

そして芝管理などがあると思うので、それがどこの場所に面積がどれくらいで、どれく

らいのお金がかかってるのか、どこに委託してるのか何かっていうのも少し書いてあれ

ばいいなというふうに思って見てたんですが、全然ないので、その辺も示していただけ

ればというふうに思います。拾おうと思っても、全然拾えないんですね、この資料から。

なので、やはり資料っていうのは皆さんにすぐ理解していただけるような資料の作成が

私は事務屋じゃないかなっていうふうに思いながらいるんですが、その辺を踏まえなが

ら資料の作成もお願いしたいと思います。今日はここであえて、それを求めておきます。 

      それでは次、東日本大震災からですね、工事が非常に大変でした。明許繰越し、事故

繰の件数が先ほど３２件というふうにありましたけれども、この年度を繰り越しし完成

した工事はどれだけあったのかというんで３２件ということが分かりました。で、１点

目、２点目も一緒なんですけども、まずは工区の分割に問題はなかったのでしょうか。

その辺についてお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。それぞれの件数、３２件ですね、用地の買収であったり関係機関との

調整ですね、我々どうしても専門用語といいますか、不測の日数を要したというふうな

表現をさせていただいておりますけども、そういうふうなものが一定程度あって繰越し

になっているというふうなことでございます。いろいろ請負側と連携取りながらですね、

何とか年度内に完成を見ているというようなところでございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。昨年度の工事を見ますとですね、４業者が２つくらいずつの事

業を繰越しとしてるんですね。そういうところから見ましたら、工期の延長となった理

由っていうか要因はどういうふうなものを考えられるのか、その辺についてお尋ねしま

す。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。議員ご指摘のとおりですね、確かに複数の工事を繰り越して

いただいている業者はあることは事実でございます。それぞれの繰越し理由、先ほど町

長からお話あったような理由ございますけれども、基本的に原因といたしましては、や

はり用地が取得できたところから発注していくというような流れを取ってきたところが

あってですね、それで、発注時期がまず遅れてしまったというところが１つあると思い

ます。あと、それに加えまして、平成３０年度発注でございますと、前年に発生しまし

た２９年度の災害ですね、そういったものの対応に年度前半大分時間取られたという経

緯があったようで、それに伴う発注の遅れもあったと伺っております。以上でございま

す。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。確かに災害の対応でというところは非常に大きかったかなっていうふ

うに思うんですけども、やはり発注時期ですね、大体もう３月に予算が可決されて４月

から年度当初の事業が始まるわけですので、最低でも６月頃にぼんと出てくることが多

かったように思われるんですが、事務量が多いって言われればそれかもしれませんけど、

やはりそのために職員がいらっしゃるわけですから、年度を越さないような、そういう

ふうな対応っていうところを、どのような形で、主管課だけではなくて町全体として考

えていたのか、その辺について町長、お考えをお聞かせください。 



- 45 - 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私もかつてですね、県の企画部におりました頃には、県全体の公共事

業の進行管理を班長として担当したこともございます。そういうふうな場面、そしてま

た今、こういう立場でのですね、この１０年以上の立場で考えますと、議員お話しのと

おり極力ですね、年度の前半にいかに発注率を高めるかというのが、これは組織全体の

大きな目標に掲げて取り組んでいるところでございます。県ですから、それぞれ各部ご

とにですね、そういう公共事業を予定している部ごとにですね、四半期ごとに一定の目

標を立てて、その進捗を、進行を管理するというふうな、そういう関係がございます。

うちの町では、残念ながら震災後、余りにも膨大なですね、事業を抱えていると。そし

てまた、それに従事する職員も十分な状況でないと。いわゆるミスマッチの中できてい

るわけでございます。単なるミスマッチだけじゃなくて、今まで経験したことのない工

事ですね、量だけじゃなくて質的な分も問われるということがございましてですね、な

かなか理想どおりには上半期に一定程度の発注率というようなところまではいっていな

いという大変残念な状況はございます。これはやはり適正な、事業量に対して適正な人

員の配置というふうなことがなければですね、なかなか理想とする進捗を図るというの

は至難の業だというふうなことではございますけども、一般質問等でもお答えしており

ますとおり、この復興、１０年目の節目にあってですね、復興庁の新たな方針も確認は

しておりますけども、極力その年度内に早めに発注をして、予定どおりの年度内の完成

というふうなものを目指していきたいというふうに考えております。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。膨大な事務事業をこなしながらっていうことで、職員の方々に

はほんとに大変な日々を過ごされてるなということで敬意を表したいと思います。その

中でですね、今度はですね、契約方法の指名とか一般競争の条件付とか随意契約ってい

うふうにして、いろんな形で契約はしてるんですけれども、その契約方法は適切であっ

たのかどうか。その辺についての検証はしてますでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。この前、全員協議会でその辺の資料も配布しながらですね、年度の途

中ではございますけども、一定の見直し、改善を図って対応してきているというふうな

ことは、議員も既にご案内のとおりでございましてですね、午前中の質疑の中でも、若

干その辺触れさせていただいたとおりでございます。まだまだっていいますか、引き続

きですね、検討の余地のあるものについては、できるだけ早めに結論を得て、できるだ

け発注するほうも受注するほうもですね、内容をよく理解した上で公明正大な、適正な

入札が執行されるように、引き続き意を用いてまいりたいなというふうに思います。 

 ９番（岩佐孝子君）１つの工事をですね、むやみやたらではないと思うんですけども、特別の理

由がないのに分割はしていませんでしたでしょうか。その１、その２、その３とかとい

うふうにしながらやっている事業があるんですが、その辺についての考えをお聞かせく

ださい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。技術的な部分は担当課長からお答えさせていただきますけども、議員

のような趣旨で言われる方、あるいはそうでない方がいらっしゃったとすれば、執行部

はどういうことに理解をして進めればいいのかなというふうに思うわけでございます。

ずっと言ってきてるように、地産地消なり地域内での経済循環という大きな方向性を見

据えたときに、どうあるべきかということを絶えず勘案しながらやっているわけでござ

いますね。それを、分ければ分けたでというふうな形になるし、まとめればまとめたで

っていうふうになるんではですね、なかなかしんどいものがありますよと。極力という
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部分で、いろいろと腐心しながらやるわけでございますのでね、その辺をご理解の上、

ひとつお願いしたいなというのが基本的なことです。担当課長のほうでひとつ。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。平成３０年度から昨年に繰り越した工事の中でも、建設関係

でいきますと、同じ路線の中へ何本も工事が出ているなという印象を受けるのが、恐ら

く新浜諏訪原線ですとか、山下浅生原線なのかなと思います。新浜諏訪原線でいきます

と、１つはですね、新県道と旧県道の間、これ１つの固まりとして一体で発注できたん

ですけれども、それ以外の部分に関しましては、どうしても工事もそうですし、附帯工

事ということで伐木等もやっておりますけれども、これも用地取得できた範囲から順次

という形になっておりまして、このような形となっております。したがいまして、１つ

の工事がちょっと小さいというふうに見えるかもしれませんけれども、そこにはそうい

った事情がございました。 

      また、山下浅生原線に関しましては、２つに分かれておりますけれども、これに関し

ては交付金でございまして、復興枠と違いまして、こちらで要望する額がそのまま来る

わけではないというところでですね、まず最初に発注した工事が大分安く落札していた

だいたという背景ございまして、その限られた予算の中でですね、できるだけ事業を進

めるために、もう１カ所ですね、工事を発注したというところになりまして、その結果、

２つ目のほうが若干ちょっと小さい形になっているかなというふうに外見的には見える

ものかなと思います。以上でございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。今課長の説明では納得できます。用地ね、取得のために時間を

要してしまったとか、そういう部分では分かるんですけれども、先ほど町長がおっしゃ

ったようにですね、基準、私はねやっぱり、だから基準を設けておくべきだと思うんで

す。そして課長が今おっしゃったように、一生懸命頑張ったんだけど用地交渉がなかな

かうまくねがったから、んだから今回は特別の理由ですよね、今回はここからここまで

にしたんだよっていうふうなことの説明であれば分かります。基準がないからこそ、私

は話をしてるのであって、確認をしているわけですので、そういうことからですね、や

っぱり誠意を持った回答を願いたいというふうに思っています。そして、遅れる理由の

最大な部分は、やはり１級施工管理技術者のですね、現場監督人なんかの人数がほんと

に確保されていたのか。検査体制は十分だったのか。そういう部分についても検証はし

てるんでしょうか、町長。 

建設課長（佐藤 誠君）はい。今、工事の発注の関係ですので、ちょっと私のほうからお答えさせ

ていただきます。 

      技術者の配置に関しましてはですね、法律でこのぐらいの工事はちゃんと専任で置き

なさいというのは、もう決まっておりますので、当然、その範囲で適切に配置されると

いうことをですね、工事のたびに確認しております。以上でございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。契約のときは、こういうこともこういう視点で捉えなさいとい

うふうなこともあったので調べておきます。契約書の記載事項は完全であったでしょう

か。その辺については、指名委員会の委員長であります副町長の見解もお聞かせ願いた

いと思います。まずは町長からお願いします。 

議 長（岩佐哲也君）指名委員会だと町長入ってないでしょうから。（「契約の観点からなので」の

声あり）契約書。（「基本的な考え方なんです」の声あり）まずじゃあ町長。中身が何か

という確認を、今。 
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町 長（齋藤俊夫君）はい。まさにね、これ余り言いたくないけども、議員も職員の経験があるわ

けじゃないですか。どういうふうな契約だって、基本的にお互いに信義則を大事にしな

がら、あるいは発注する側とすれば、一定の品質を確保して予定の工期内に予定の範囲

でしっかりとやってもらうという、そういう趣旨をうたう。あとは必要に応じて附帯的

な内容を盛り込んでというふうになるわけでございますので、基本的には当然過不足の

ない契約内容で執行をしているというようなところでございます。 

副町長（菅野寛俊君）はい。指名委員会の役割につきましては、先ほど別議案の中でちょっとご説

明いたしましたが、指名業者の選定等が主な業務でございまして、契約の内容につきま

しては、やはりどうしても担当課のほうからご説明させていただくような形になります

ので、ご理解いただきたいと思います。 

議 長（岩佐哲也君）建設課長。（「いいです、いいです。担当課の考えは聞いてますので、先ほど

も説明がありましたので大丈夫です」の声あり）１時間１０分たったから、暫時休憩い

ただいても。終わってからにしますか。（「あと２つ、３つある」「休憩しましょう」の声

あり）２、３つぐらいあれば、２、３０分はかかるでしょうから。（「ちゃんとすぐ回答

してもらえば」の声あり） 

                                             

議 長（岩佐哲也君）１時間１０分たってますので、暫時休憩します。再開は１６時ちょうど。４

時にします。 

午後３時５０分 休 憩 

                                             

午後４時００分 再 開 

議 長（岩佐哲也君）再開します。休憩前に続き会議を開きます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）９番岩佐孝子君の再質疑を許します。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。先ほどから何度となく、契約のときからもお尋ねしてますけれ

ども、落札者ですね、落札金額は適正なのかということをお尋ねします。というのは、

前年度、令和元年度、低落札率で受注し、その後２回、３回と増額変更している業者が

あったように、変更契約ということがあったように私は記憶しております。そこでです

ね……。 

議 長（岩佐哲也君）静粛に願います。 

 ９番（岩佐孝子君）ほんとにその落札金額などは、きちっと適正だったのかどうか、再度質疑を

いたします。その辺に疑念があります。 

建設課長（佐藤 誠君）はい、議長。繰り越した工事の案件に関して、確かにですね、増嵩してい

る工事も見受けられることは事実でございます。ただしですね、それらに関しましては、

それぞれ事由があって増嵩しておりまして、あと単価に関して言えば、当然元から決め

られている標準単価ございまして、それを変えられるものではございませんので、これ

らの増嵩に関しましてはですね、適切に処理された結果であると認識しております。以

上でございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。請負の金額とかを見るとですね、ちょっとおかしいんじゃない

というふうに思うところがあるんです。[８４文字削除] 

町 長（齋藤俊夫君）[１０６文字削除] 
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 ９番（岩佐孝子君）[２２８文字削除] 

それでは３件目の少子高齢化の対策です。高齢化率が県内で第３位、４０パーセント

を超えています。 

      １点目ですけども、元気高齢者を増加させるための工夫した点、先ほどお話がありま

した。今回、生活支援とか介護予防サービスとして体制の構築、体制の充実と強化を図

るために福祉協議会へ事業を、７７０万３，０００円で委託してるんですけども、町の

役割と職務分担はどのようになってるのかなというふうなことで、その分についてお尋

ねします。 

保健福祉課長（伊藤和重君）はい、議長。福祉協議会との役割分担というところなんですけれども、

実際、地域支援ネットワークの助成金などは町と分担しながら、各地区で行う事業とし

て行っていただいているというところで、直接的には関わりとかは行ってないんですけ

ども、社会福祉協議会のほうが中心となって各地区へ助成金を出しているような状況で

あります。以上でございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。福祉協議会もいいんですけど、やはり専門家である保健師さんなり介

護士さんなり、そういう方々が、専門家が、専門分野の方々がいらっしゃるので、そう

いう方々とちゃんと連携をしながらというふうに思います。その辺については、町長、

どのようにお考えでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今のお尋ねの部分も含めまして、町が直接やるべき、やったほうがい

いと思われる範囲については、議員ご指摘のような形になろうかなというふうに思いま

すけども、民間の力、活力をお借りしてやれる分についてはですね、一定程度そういう

形でというふうになろうかなというふうに思います。特に、保健福祉分野で、幅広く地

域の担い手としてご活躍いただいている社会福祉協議会についてはですね、非常に公共

公益性の高い団体でもございますので、町と緊密に連携を保ちながらですね、いろんな

面で取り組んでいただいているということでございますので、そういう趣旨目的なり、

これまでの経験なりノウハウをですね、発揮していただくことが期待できる事業につい

ては、そういうふうな方向で引き続きお願いをしてまいりたいなというふうに思うとこ

ろでございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。今までもですね、やはり寝たきりの方を減らす、認知症予防の

ためにもということで、元気高齢者を増加させるために、そういう方々が多くいればい

いなというようなことで、いろんな分野で、いろんな事業も展開してきています、計画

もされています。それでですね、近頃、団体、老人クラブなんかもなくなってきてしま

っているので、やはり庁舎内でもですね、福祉部門であったり教育部門だけでなくて、

いろんな部門が関わりを持ってると思いますので、そういうふうな連携した事業をもっ

としてもよかったんではないかなっていう、去年のこの実績を見ますと、そういうふう

に思うんですが、その辺については、町長のお考えはどのようでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。そうですね。今の事務事業の推進に当たりましてはですね、当然、過

去からの流れ、継続性も大事にして、やはり社会の変化、町民の方々のニーズの変化と

いうふうなものを捉えて見直し、改善、工夫を重ねながらというふうなことできている

つもりでございます。当然、そういう基本を大事にしながらもですね、いろいろお話し

させてもらってるように、今のこの山元町の置かれた体制、職員規模、そしてまた、今

抱えている懸案、課題、事務事業との兼ね合いもですね、相当程度勘案しながら、これ
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からの元気な老人対策、ひいては健康寿命の延伸というようなことにつながるようにで

すね、引き続き努力してまいりたいというふうに思います。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。やはりですね、「夢いちご」に行くと、高齢者の方々が野菜とか

なんかをつくって一生懸命出してることによって、生きがいなんかも見出されてきてる

のかなと思いますので、そういうことからして、縦割りではなくて、やはり横断的なチ

ームプレーを図りながらやっていけたら、もう少し生き生きとした方々が１人、２人と

多くなってくるのかなというふうな思いから話をさせていただきました。 

      ２点目です、今度は。町長のスローガンであります「子育てするなら山元町」実現の

ためにですね、その辺について、去年の成果をお尋ねしたいと思います。 

      先ほどの同僚議員からもお話がありました。移住・定住で非常に多くの方々がここに

転入をしてくれています。その中でですね、特に子育て世帯と新婚世帯ですね、この方

が非常に多くなってるなっていうふうに、私は捉えさせていただきました。約６０パー

セント、転入者の中の６０パーセント近くがそういう人たちなんだろうなというふうに

思いながら見させていただいてますけれども、定住促進によって３９世帯、１１５人が

転入しております。子育て世帯が１９世帯で７０人、新婚世帯が５世帯で１４人という

ことで、約人口の７３パーセントを占めているように私は見受けたんですけども、この

事業実績からですね、子育て世代が住みやすく子育てしやすい環境整備を図るために、

どのようにして、いろいろ今までも事業は図ってきたんですけども、推進してきたんで

すけども、その辺について、再度質疑をさせていただきます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほども菊地議員にお答えした分と重なりますけども、子育て・定住

支援もですね、以前から継続事業積み重ねでございますし、あるいは震災後の新しいま

ちづくりを含めてですね、この山元町の自然なり気候なりですね、このものに加えてい

わゆる居住環境、あるいは子育てしやすい各種の施策、あるいはそしてまた、先ほど申

しましたようにハード、ソフト両面からの環境整備、震災後、講じてきたことが相当程

度成果につながっているわけでございますので、そういう考え方を共通理解して、この

施策をですね、極力いい形で継続していくことが、さらなる子育てのしやすさ、環境の

整備、移住・定住の促進というようなことにつながるんではなかろうかなというふうに

考えておりますのでですね、これだという特効薬、決め手という部分はですね、なかな

かないんじゃなかろうかなと。いろんなものを総合的に取り組む中で、施策効果が期待

できるのかなというふうに思っております。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。去年、保健センターに設置した妊娠から育児というようなとこ

ろまで、非常に助産師さんの方とか、保健師さん、栄養士さんのアドバイスがあって、

すごく行きやすいよねっていう声を聞いて、うれしくなっています。そういうふうなこ

ともありますし、こどもセンターに行って、あそこで受託をしている団体さんの人たち

が優しく接してくれたことによって、「ここに来てよかったわ」っていう声も聞くと、非

常に、それが徐々に浸透してきてるのかなっていうふうに思うんですが、働いている、

働かざるを得ない保護者が多くおりますよね。実はですね、今年の２月だったでしょう

か、「山元町に来たいんだよね」っていう声がありました。「ああ、来てよ。近くに親が

いるんだったらば」って言ったら、「保育所にと思って行ったら入れる状況じゃないのよ

ね」っていう声を聞きました。その方は、隣の市へ住居を構えたようです。 

      やっぱり町内に在住していても、他市町でお世話になっている子供さんたちがいるん
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です。岩沼とか南相馬へお金を出しながらですね、あとは宮城病院には、補助金１，２

８０万６，２６０円出してお願いしています。でもそれでも足りないんですね。「働きた

いんだけどね」って。「やっぱり断念せざるを得ないわ、ここに来れないわ」っていう親

御さんたちが、保護者がおります。保育に欠ける乳幼児を安心して働ける環境にしてい

くためには、どのような対策を考えていたのか、その辺について町長のお考えをお聞か

せください。その辺について、去年はですね、保育士が確保できなくて３，６３０万円

だったでしょうかね、減額してるんです。それはなぜなんだろうというふうなことも合

わせると、やっぱりもう少し環境を、働く人たちの環境、そして子供を預けたいという

人たちの対策をどのように１年間考えてここまでいらしたのか、その辺についてお伺い

したいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まず、いわゆる待機児童といいますか、希望されるタイミングで保育

所の入所がかなわなかったという部分のお話について、基本的に私のほうから、で、予

算の執行関係については担当の課長のほうからということで手分けさせていただきたい

と思いますけども、まず、確かに年度の途中でですね、一定の待機状況になるのは、こ

れは若干ございます。年度の初めでは、それがほぼほぼ解消されるというのが、大体最

近の流れになってきているようでございます。大きなところでは、旧年度の、昨年度の

中では、いわゆる幼保一元化の機会を捉えて、保育所と幼稚園の機能分担、すみ分けと

いうものを、もう少し子育て世代を中心とした皆さんに理解をしてもらう必要があるな

と。 

      そういう中で、民間の幼稚園を利用される方、それと町の保育所を利用される方はで

すね、お互いがいわゆるいい関係ですね、ウィン・ウィンの関係になるような、そうい

う方向性を模索をしてきたというようなところがございます。それには、先ほど議員の

ほうからご紹介いただいた宮城病院のつくし保育園もですね、含めてのということでご

ざいます。そういう対応の中で、昨年度、それがすぐに実現したわけではございません

けども、今年度からですね、４月から新しい幼稚園に入られる方へのご支援を通じて、

町の保育所から民間の幼稚園のほうに、３歳児からですね、移られる方も一定程度おら

れますし、あるいはつくし保育園のほうでの町のお預けできる保育枠の拡大等々にもで

すね、いろいろと昨年度から継続して取り組んでいる部分もあったりとかですね、少し

でもいい関係を構築する中で、町の保育所が、いわゆる年度の途中でもですね、容易に

入りやすいような環境づくりを急ぎたいなというふうなことで対応してきているところ

がございます。 

子育て定住推進課長（青田 浩君）はい、お答えいたします。確かに待機児童のほう、今、町長答

弁したようにですね、年度当初には、昨年度４月スタート時点ではゼロでしたが、国の

ほうで年２回調査しますので、４月の調査と１０月の調査、１０月の調査では若干名発

生してございました。 

      それから、保育士確保で予算を減額ということで、３月補正で２，０００万円のかか

る予算を減額したという経緯は確かにそのとおりでございます。以上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）９番岩佐孝子君。なお質疑は、ポイントを絞り簡明にお願いします。 

 ９番（岩佐孝子君）はい。先ほど年度当初はゼロの状態だけども、途中で、んでも転入してきて

も受け入れることのできるような体制をつくるのが、私は行政の役割だと思うんですが、

その辺について町長、再度お願いします。 
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町 長（齋藤俊夫君）はい。ある意味、議員ご指摘の部分は理想の体制整備になろうかというふう

に思います。ご案内のとおり、やはりどうしても年度で体制整備をしてきているという

部分ございまして、その部分については、なかなか年度の途中からスムーズに受入れが

できない部分があったりしますけども、先ほど申したような中で、少しずつ受入れ体制

を改善をしていくということでございます。この機会にあえてご紹介すれば、この前、

保育所の新年度に向けた職員の採用ですね、これ２名決まりましたけども、新たに今度

卒業される方もですね、１人お入りになるというふうな部分もございます。もちろん、

坂元の送迎サービスというようなことも始まりますので、その辺も含めると、必ずしも

十分でない部分があるかというふうに思いますけども、いずれ、幼保連携も含めてです

ね、少しでも受入れ体制、できれば少し余裕を持ってというふうな体制づくりができる

ように引き続き努力してまいりたいというふうに思います。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。やはりですね、田舎だから、そして転入してきたら入れるなっ

ていうふうに思って、年度途中でさえでも転入してくる人たちがいるということを、や

っぱり念頭に置かなきゃならないと思うんです、移住・定住、それをきちっと定着させ

ていくとすれば。そういうことも鑑みながら事業遂行していくべきではないかと思いま

す。それを申しておきます。そしてですね、保育所での一時預かり、私、たまたま行っ

てたら、保育所の保育室が満室状態で、こどもセンターでのお昼寝タイムになってたん

ですね。そこで、ちょうど子供たち、小学生、児童クラブに来るのに、帰ってきたとき

に「しっ、静かに」、「静かにお願いします」ではなくて、「静かに」って言われると、そ

ういうことも、やはり子供たちの、小学生たちのストレスにもなると思うんです。やは

り田舎ならではの伸び伸びとしたものを、そういう環境を与えるべきではないかと思う

んですが、その辺の状況とかも、多分、町長もご覧になってると思うので、どういうふ

うに感じ、どういうふうな対応をしていこうと思ったのか、それも含めて、去年の１年

間を反省しながらということで、ご回答願います。 

子育て定住推進課長（青田 浩君）はい、議長。 

議 長（岩佐哲也君）まとめて。 

子育て定住推進課長（青田 浩君）確かに、一時預かりのほうですね、保育所での現在スペースが

確保できなくて、議員おっしゃるとおり、こどもセンターの一角を活用して一時預かり

をやってる現状にあります。なお、こどもセンターの中では、山二小の児童クラブが併

設しておりますので、その関係で、お昼寝の時間とかち合うというところもあります。

声をちょっと荒らげてと、言い方ですね、そういったのはちょっと注意していきたいと

思います。以上でございます。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。やはりですね、子供は自由に伸び伸びと遊ぶのが仕事だと思い

ます。そういうふうな規制のかからないような状況をつくる、環境をつくるというのが

大人の役割だと思うんですが、その辺について、町長どのようにお考えでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まさにご指摘のとおりでございます。そのために、私はそういう環境

をしっかりと整えてきたつもりでございます。そういう中でも、またそういう過不足の

部分がというご指摘だというふうに思いますけども、これほどの環境体制を、この１０

年間でしっかりつくってきたつもりでございますので、これまでの議員の様々のお話も

受け止めながらですね、改善できるところから改善に取り組んでまいりたいというふう

に思います。 
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 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。平成３０年度だったでしょうかね、保育所の建設の予定まで描

きながらきて、そこからまだもう２年、３年、そのままになってます。１カ所の保育所

での保育は効率がいいかもしれません。でもやっぱり、切磋琢磨し成長するのは子供だ

けではないと思うんです。緊張感を持って、大人である保育士にも言えると思うんです。

人事もそこに採用されたなら、そのまま同じ職場で、同じ同僚で、マンネリを打破する

ことによって、質の高い保育が可能になると私は考えるんですね。そういうことからし

て、これからの保育行政、子育ての今後の在り方についても、去年を反省しながら、評

価しながら、町長、今後に向けての考えをお聞かせください。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。議員ご懸念の部分は、はい、相当程度私は理解いたします。同じ職場

でですね、動きがない、人の動きがないというのは、いい面と、またそこからメリット

だけじゃない部分もですね、かいま見えてくる部分もあったりします。これは、１つは、

そういうふうな意味では、隣接のですね、こどもセンター、児童館のほうに町職員が張

りついておりますのでですね、そういうような部分での横の連携的な部分なり、アドバ

イスなりですね、というふうな部分も相当いい形で作用してる部分があるというように

担当課長からも報告を受けております。議員ご懸念の部分を含めて、今後のいわゆる人

事異動、職員の配置ですね、いうふうなことにも一定のやっぱり意を用いてまいる必要

があるのかなというふうに思います。 

 ９番（岩佐孝子君）はい、議長。やっぱりここに来てよかったなって思えて、ここで子育てする

環境が非常にいいから、来てよかったって思えるような、そんなものをつくっていくの

が必要だろうなというふうに思うんですけども、この決算書を見る限りではですね、な

かなか保育士も確保できない。主管課では大変な努力をしながらも、取り組んでいかざ

るを得ない。で、現場では保育士が頑張っている。労務管理とか福利厚生からしても、

非常に私はね、大変なことだと思うんです。そういうことも考えて、やはり今年度から、

先ほど職員２名を採用、あとは任期つきとかっていうふうな形で考えてらっしゃるよう

ですけども、やはり職員の体制もきちっと整えていかなければ、子供たちはいい環境で

育つわけがないと、私は思いますので、「住むならやっぱり山元町」「子育てするなら山

元町」って胸を張って言えるような環境をつくることを、今後とも望んで総括質疑とい

たします。以上です。 

議 長（岩佐哲也君）９番岩佐孝子議員の質問を終わります。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）続きまして８番遠藤龍之君の質疑を許します。 

      なお、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ延長することを申し伝えておき

ます。 

      ８番遠藤龍之君、登壇願います。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。８番遠藤龍之、ただいま提案されております令和元年度山元町

一般会計歳入歳出決算認定をはじめ各種決算認定について、予算の執行または事業の経

営が適正かつ効率的に行われていたかなどについて総括質疑を行い、町長の所見を伺う

ものであります。 

      １件目は、令和元年度山元町一般会計歳入歳出決算認定についてであります。１年間

の予算執行から次の事業取り組みについて、どのように総括、評価し今後に生かそうと

しているのかお伺いいたします。 
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      １点目は、子育て定住推進課の取り組みについてであります。 

      ２点目は、農山漁村地域復興基盤総合整備事業。 

      ３点目は、山元町地方創生総合戦略について。 

      ４点目は、この数年の繰越し額の推移を見たときの繰越し額についてお伺いいたしま

す。 

      ２件目は、令和元年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてであり

ます。１年間の取り組みの成果、問題点をどう評価しているか。とりわけ、その結果１

億１，０５４万２，０００円の黒字となり、そのうち５，６００万円を介護保険事業基

金に積立て、基金残高も２億をはるかに超える額となる予定でありますが、次年度へ向

け基金の活用を生かした取り組む具体的な考えはないかお伺いいたします。 

      以上２件、総括質疑といたします。 

議 長（岩佐哲也君）町長齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。それでは、遠藤龍之議員の質問にお答えいたします。 

      大綱第１、令和元年度山元町一般会計歳入歳出決算認定についての１点目、子育て定

住推進課の取り組みについてですが、子育て・婚活・定住支援をですね、ワンストップ

で対応すべく、昨年度に２班体制で子育て定住推進課を新設し、業務を開始したところ

であります。 

      子育て支援事業については、総括質疑で今、岩佐孝子議員にお答えしたとおり、こど

もセンターでの各種事業に加え、ライフステージに応じた切れ目のない支援策を展開し

てまいりました。定住推進事業については、県内最高水準の移住・定住支援補助金を柱

に情報発信を行っており、その成果として、平成２６年７月以降は６年以上にわたり、

人口１万２，０００台をキープしていることは大きな成果であると認識しているところ

であります。 

      また、総務省がさきに公表した令和元年度住民基本台帳に基づく人口動態及び世帯調

査では、年間を通じて転入者が転出を上回る社会増となった県内１０自治体のうち、本

町は５番目となる結果は、これまで積み重ねてきた定住対策と子育て支援事業が実を結

んだものと認識しております。今後も、町の大きなスローガンである「子育てするなら

山元町」「住むならやっぱり山元町」の実現に向け、鋭意取り組んでまいります。 

      次に２点目、農山漁村地域復興基盤総合整備事業についてですが、山元東部地区にお

いては、町が一部事業費を負担する県営事業として区画整理工事が施工され、昨年度ま

でに全ての農地で営農が展開されております。県内でも類を見ない沿岸部に大規模な農

地と非農用地を事業区域内に取り込み、土地の清浄化を目的として進めてきており、多

くの課題を抱えながらも、県や地元との協議を重ねながら根気強く問題を解決してまい

りました。また併せて沿岸部の長年の課題であった排水不良の解消に向けて、これまで

牛橋河口等への排水系統エリアであった笠野新浜地区において、戸花川へ排水系統への

見直しを図るため、戸花川排水機場の工事が進められております。今月の供用開始を目

指してまいりましたが、昨年度、台風１９号被害によるポンプ業者の災害対応等により、

来年４月の稼働へ変更を余儀なくされております。一方、従前が宅地であった非農用地

等を多く取り込んだ県内でも前例のない土地の清浄化であることから、移転元地の宅地

と農地が混在したことにより、整備後の農地においては排水不良や石礫混入が見られ、

年々、減少にはあるものの、昨年度は１３９件の不具合箇所が確認されております。こ
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れらの解消に当たり、県では今年度新たな取り組みとして、耕作者から不具合箇所の聞

き取りを行い、整備方針を説明した上で、より適切な補完工事を実施することとしてお

り、耕作者がこれまで以上に持続的な営農を展開できるよう、対応が進められておりま

す。町といたしましては、引き続き事業主体である県及び関係機関との連携を密にし、

事業完了に向けて努めてまいります。 

      次３点目、山元町地方創生総合戦略についてですが、町総合戦略では、国・県の総合

戦略を踏まえ、策定時における町総合計画との整合を図りながら、山元町における安定

した雇用を創出する、山元町への新しい人の流れをつくる、若い世代の結婚・出産・子

育てへの希望をかなえる、時代に合った地域づくり、安全・安心な暮らしを守る、この

４つの基本目標を柱に成果目標を設け、各種施策に取り組んでまいりました。町では、

平成２７年度から取り組んできた総合戦略の実行期間を１年延ばし、各種施策に取り組

んでおりますが、それぞれの基本目標にひもづけられた各種施策については、これまで

の取り組みにより、その多くを実行に移せたものと認識しております。本町においては、

昨年度から子育て・新婚・定住支援をワンストップで対応する子育て定住推進課及び観

光交流と交流推進を重点的に推進する商工観光交流課をそれぞれ新設したところであり、

町の地方創生につながる多くの施策を実施し、大きな成果を上げております。 

      その中でも、基本目標にある安定した雇用の創出については重要課題であると認識し、

私の就任以来、積極的に企業誘致や企業支援に取り組んでまいりました。この取り組み

が実り、町外からの新たな企業誘致をはじめ、既存事業者の事業拡大や操業再開など、

商業施設を含め１７社の誘致や事業拡大を実現しており、震災後に設立された農業法人

の２１社を含め、約５００人の雇用が創出され、本町の有効求人倍率は常に高い水準で

推移していると認識しております。また、先ほどの総括質疑で菊池康彦議員にお答えし

たとおり、「山元町への新しい人の流れをつくる」に掲げている移住・定住の推進につい

ては、県内最高水準の移住・定住補助金にＵターン世帯加算を新設するなどの拡充を実

施しており、そうした取り組みが実を結び、昨年においては、年間を通じて転入者が転

出者を上回る社会増につながったものと考えております。 

      また、今やイチゴのふるさと山元町を象徴する施設となった「やまもと夢いちごの郷」

については、総合戦略に産業振興公社（仮称）の設立等を掲げており、町として管理運

営を担う株式会社山元地域振興公社を側面から積極的に支援するなど、取り組んでまい

りました。その結果、年間を通しての営業となった第２期の決算では、約４４万人のお

客様にご来場いただき、当初の売上げ計画を１，８００万ほど上回る２億６，３００万

円と、昨年に引き続き黒字決算となる見込みであります。 

      町といたしましては、来年度を初年度とする次期総合戦略の改定作業に今年度着手し

たところであり、改めて現行の総合戦略について効果検証等を行うと共に、第６次山元

町総合計画との整合性を図りながら、より地方創生に効果があると判断したものについ

て、積極的に戦略に取り組んでまいります。 

      次に４点目、この数年の繰越明許費繰越し額の推移についてですが、本町では震災以

降、震災復興交付金事業等をはじめとした膨大な量の復旧復興事業に取り組んでおり、

そのため、毎年度多額の繰越明許費を設定し執行してきたところであります。明許繰越

の繰越し額は、平成２４年度から平成２５年度に繰り越した約１９１億円をピークに、

２９年度から３０年度へは約２０億円、３０年度から元年度へは約１７億円と、復旧復
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興事業の終息に伴い、着実に減少傾向にあります。今後は、さらに復旧復興事業が減少

していくことからも、繰越し額は右肩下がりで減少し、震災前の繰越し額程度に収束し

ていくものと考えております。 

      次に大綱第２、令和元年度山元町介護保険事業等特別会計歳入歳出決算についてです

が、昨年度は一昨年度から３年間を計画期間とする第７期介護保険事業計画の２年目に

当たり、介護保険事業特別会計の各種介護サービスに要する保険給付費の決算額は約１

１億９，０００万円となり、計画における推計値と比較すると、約１億５，０００万円

下回った結果となったところであります。 

      その要因として、本町の高齢化率は高い水準で推移していたことから、計画策定の際

にも、高齢化率の上昇に伴う介護サービス利用の増加を踏まえた上で保険給付費を推計

したことによるものであります。また、介護予防、出前講座等の介護予防事業や運動教

室、栄養講座等の各種健康づくり事業の実施など、これまでの介護予防の積み重ねによ

る効果が見られます。 

      その結果、介護保険特別会計全体の実質収支額は約１億１，０００万円の黒字となり、

５，６００万円を基金積立てとすることで、決算認定後の基金残高は今年度の基金取崩

しを含め約２億３，０００万円となる見込みであります。 

      このことを踏まえ、来年度からの第８期介護保険事業計画策定に当たっては、高齢化

の進展を考慮しつつも、運動習慣を身につけている女性の割合は県内でも上位にあるな

ど、町民の健康意識も高まっていることから、介護サービスを利用しない元気な高齢者

の推移や介護サービスの利用見込みなど、これまで以上にシビアに見極め、被保険者の

負担を軽減できるよう、基金を有効活用した保険料基準額の設定に努めてまいりたいと

考えております。以上でございます。 

議 町（岩佐哲也君）８番遠藤龍之君の再質疑を許します。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。１件目の一般会計の分について、子育て定住課の取り組みと山

元町地方創生総合戦略というのかぶっておりますので、この辺、その中から再質問をさ

せていただきます。 

      子育て定住推進課の取り組みについてはですね、これまでも同僚議員の質問等々の中

からある程度理解しているつもりで、非常に評価の高い事業であるなということでは評

価したいというふうに思っております。しかしながら、肝心な部分がですね、ちょっと

問題として残るのかなと。去年１年の活動、取り組みの成果を見たときにですね。 

      １つは、これまで、今もこの問題になりました保育所関係ですね。認識がね、ちょっ

と違うと。我々と。ほんとに困っている人たちと町執行部の認識がですね、ちょっと大

きくずれてるのではないかなということが、この間の議論の中で改めて感じたところで

あります。と言いますのは、この山元町地方創生総合戦略、非常に積極的な取り組みを

ここで示しています。それは後、見てもらえればあれなんです。ここでは、この５年間

の取り組みの中で、待機児童はゼロと。なぜかというとゼロパーセントという表現なん

だけども、これはゼロ人でねえかなと思うんだけっども、そして、この取り組みは毎年

度検証し、そして次年度に生かすということで繰り返して、ＰＤＣＡとかそういうなや

り方をですね、して毎年検証して次に生かしてるという計画なんです。 

      その結果どうなったのかと言いますと、現実には待機児童、私も確認してます、いる

んです。ゼロじゃないんです。そういう状況が続いている。これは非常に異常な状態が、
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この件については、このことについては続いてると。どういうふうに続いてるかってい

うと、待機児童がいると、存在してるということと、そもそもあの統合保育所、定員は

１５０人なんです。それに合わせて造られた施設なんです。しかしながら、そのときど

きの情勢、状況の中で、ある時期に国も２５パーセントまでは認めますというところか

ら、今んとこ百六十数人確保できてる、確保といいますかね、それでもこういった待機

児童がね、出てくるような状況が生まれている。まさにこのことだけを見れば、「子育て

するなら山元町」というのが果たして合ってるものかどうか。 

      そして一方で、一方で、町長がうんと強調しております社会増、しかも今の話の中で、

その中でも若者が多いというそういう状況を考えてみれば、やっぱりこの辺は生かさな

くちゃならない、次年度にですね、この決算の結果。やっぱり、そしてこれはもう毎年

続いている状況なんです。あそこが生まれてから３年、生まれてからっていうか、でき

てから２、３年になっかと思うんですけども、ずっと１６０人台で推移していると思う

んです。そして、毎年待機児童も残念ながら存在してるという、そういう現状を考えた

ときに、この部分については、やっぱり何らかの対応を、この結果を見て対応、対策を

講じなければならないいうふうに思うわけですが、その辺の考え方について確認したい

と思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まず、大変申し訳ないですけども、異常なという部分はですね、どう

いう……、（「１５０人に対して、１６０人がずっと続いてるという状況を異常だと。あ

とは、これは私の表現ですから」の声あり）やはり、こういう場でございますのでね、

こういうやりとりは全国に発信されているわけでございますので、やはりお互いにもう

少しね、言葉をお互いにやっぱり言葉を選んでやりとりをすべきだというふうに思いま

す。 

      確かに、岩佐議員にもお答えしました。この関係については、基本的に岩佐議員にお

答えしたとおりでございます。子育ての考え方については、先ほど幼保関係、（「だから

全体でなくて、このことについてどうですかと聞いてるんですね」の声あり）ですから、

基本的にはお答えをしたつもりでございます。（「待機児童もちゃんと存在してると。こ

の計画にはゼロと。で対策すると。しかもこれは毎年検討して、そして次年度に生かす

ということ、これ町長つくって我々に示したんなら、十分その中身については確認され

てると思うんですが、そういうことを踏まえて確認してる、そういうことを踏まえて、

私、異常じゃないかと。」の声あり）いや、ですから。（不規則発言あり） 

議 長（岩佐哲也君）まず、許可を求めてから発言するようにしてください。（「すみません」の声

あり） 

町 長（齋藤俊夫君）少なくとも、先ほど来からお答えしてるように、年度の途中ではそういうケ

ースが一定程度ございますけども、定期的に県内の保育所の待機児童、公表、発表、さ

れますけども、そういう部分で相当格差があるというふうなね、そういう部分も含めて

あれしませんと、確かに町の総合計画なり総合戦略で目標立ててますけども、これは年

間を通してゼロというふうなところまででは、これ年度の初めを捉えた、そういう設定

をしておるというのが基本的なこの評価目標の位置づけでございます。まずそういうふ

うなことも共通理解を賜りたい。 

      そして、先ほど来から申し上げてるとおり、それをどういう形で改善しようとしてい

るのかというのは、先ほどの昨年度の幼保連携の開始された１０月以降を捉えて、町と
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してもその改善、改革に向けて取り組んできている方向性も、状況もご案内申し上げま

した。そういう中で、少しでも大きなスローガンなり、評価指標に実現できるように取

り組まなくちゃないというふうに考えているところでございますので、私としてはそれ

以上の、その説明に尽きるというようなことでご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

議 長（岩佐哲也君）質疑並びに応答は、簡潔にお願いいたします。質疑も回答も簡潔にするよう

にお願いいたします。 

 ８番（遠藤龍之君）はい。質疑は簡単にしてるつもりです。ですから、今の質問は、この異常に

対してどう感じておられるかという非常にシンプルなですね、分かりやすい質疑だと思

うんですが、それに対して今の答えですから、これは私にとっては答えになってない。

いずれ考え変わらないと思います。私はそもそも１５０人で対応しなくちゃならない保

育所だと、それが１年、２年、ちょっと特別なことがあって、そんときは２５パーセン

ト許されてっから、ちょっとそれで勘弁してくないねというようなことで、そんだらし

ゃあねえなということでの展開であるならば、私はこれはそれで仕方ないのかなという

ふうに思います。 

      これまた、こういう異常な事態がね、いつになったら正常になるのかという、あの質

疑っつうかね、確認もしたかったんですが、今のどうも町長の回答では、それはもう期

待できないということから、次の質疑、確認したいと。その子育ての中で、この計画の

中で、非常に積極的なですね、ことを設定して目標設置。そしてこれはね、数値目標を

設置して、それに向かって、その実現に向かって取り組むという、ほんとに重要な計画

になってるんです、これね。中身はね。そして「子育てするなら山元町」ということで、

よく人口増で出される数値は何てったっけ、出生率、これが１．１１から２０２０年、

今年ですね、までの５年間で１．４に伸ばすということを目標を設定してるんです。か

なり高い数値目標設定したんだ。でも、５年間の中でね対応すると。まず、という目標

に対して、今の時点は幾らになってるのか、まずその辺確認します。それは課長でいい

です。 

子育て定住推進課長（青田 浩君）はい、議長。合計特殊出生率のほうですね、令和元年の合計特

殊出生率は、こちらは１．２８でございます。１．２８。ただしこれ１年間の合計特殊

出生率を町独自で算定したものでございます。ちょっとご説明させていただきますと、

人口規模の少ない自治体については、前も一般質問であったんですけども、単年度で見

ると、なかなかですね、１人生まれて数字が変わるということで、率の下がったり上が

ったりがちょっと激しいということで、単年度で見るのはどうかなというところもある

んですが、単年度で見た場合１．２８というのが令和元年の数字でございます。以上で

ございます。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。それでもね、結構努力した数値になってるのかなということで、

ある程度安心ということなんですが、私が強調したいのはですね、先ほども保育所の件

についても正常になってない。そういう中で、こうした非常に高い意識でね、こういう

目標を設定して取り組まれていると。非常にこれも評価しなくちゃならない、町長はち

ょっと違う、事務方と町長の考え違うかと思うんですけども、そうしたときに、そうい

う努力、そして非常にいいやり方、進め方、取り組み方なんだよ、これね。毎年確認す

るだから。そして、毎年度事業の見直しを行っていくと。そして、総合戦略の推進を図
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り、必要に応じて改定していきますよと。そのやり方は総合戦略に関するＰＤＣＡサイ

クルを確立していきますと。あと、さらにそういう動きの中で総合戦略の検証というこ

とで適宜見直しを行うこととし、時期に見合う戦略なりを工夫しながら進めることにし

ていると、非常にいい取り組みなんです。そういう取り組みを自らつくって進めている

んですから、そこまではいいんです。でも、それをやってもね、なかなか今のような町

長の考えでは、なかなか先に進まない。いまだに１５０人のところはね、解決できてな

い。本来ならば、あるいは待機児童のことも解決されていない。その辺の体制もね。こ

れ、この戦略からするならば、毎年検証するんです。そして、前に進めていくんで、非

常にいいことなんです。ところが残念ながら、多分にそういう動きは見られないのかな

ということで、これにつきましてはね、一つ一つ、また特別委員会の中で具体的に確認

をして、そして最後にまた町長にお伺いしたいというふうに思います。 

      あとね、これ、そんときまで答え出してほしいんだけども、私の記憶ではね、これ、

２７年度から５年間で、もう去年で終わってるはずなんだけども、回答には何か２７年

に１年延ばしたっていう説明なんだけっども、ちょっと私の記憶ではね、そんな報告、

説明は受けてないなということなんで、その部分だけちょっと確認したいと思います。

変更したのはいいんだよ、変えたのはいいんだけども、それを議会に報告、説明してた

か。 

企画財政課長（齋藤 淳君）議長。こちらの地方創生総合戦略につきましては、議員おっしゃると

おり、当初の計画では昨年度末ということでございましたが、切れ目のない支援という、

切れ目のない計画ということで、１年延長をさせていただいているということになって

おります。以上でございます。議会への報告というものはしておりません。 

 ８番（遠藤龍之君）この点だけ説明をしてないという、この点だけを町長に確認したいんですけ

ども、これは、どれほどの計画なのか。俺は重要な計画だと思ってるんだけども。まち

づくり進めていくとね。それが大きな変更したのにも関わらず、議会に説明がなかった

ということでは、どういう思いを、あるいはどういう考えで説明をしなかったのか、こ

の件については町長にお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。町はいろんな計画をいっぱいつくってやってますのでね、全体として

整合性の取れた進め方がそこの中で継続できるというふうなことでございますので、マ

ニュアル、特に大きな支障になるものはないというようなことでございましたので、こ

の総合戦略の実行期間というものを１年先延ばしをすることとしたというふうなことで

ございます。 

議 長（岩佐哲也君）ちょっと今、こっち話してる。すいません。（「私は、期限を延ばすの、ただ

いろいろ事情あったという、それを議会に説明がありましたか、報告しましたかと」の

声あり）課長は、ちょっとしなかったというあれ、それに対して町長はどう思いますか

というか、どう考えたんですかと、なぜだったのか、もし理由が分かればということだ

ったもんで、何かの都合でね、出さなかった、連絡しなかったんだったらしなかったで、

今後。 

 ８番（遠藤龍之君）こういうことで時間使いたくないんですよ。町長はそれらの理由として言っ

たつもりなんですけども、私も、先ほどこれ、この辺さぶん投げていい計画だったらね、

そういう今の答えでもいいんだけども、重要な、町の行方を、そしてしかもこれ、平成

７０年だから６０年までか、ずっと続く計画なんですよ、これ。そのために５年ごとの
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繰り返し、あとは毎年毎年検証して、これに基づいて具体的な取り組みを進めていくと、

非常にいい中身なんです、これはね。そして、かなり高い数値、あれ数値までも含めて

ってから、だから毎年検証して、そして変えなくちゃないものを変えていくと、非常に

具体的な計画、まさに実施計画に近い中身になろうかと思うんですが、そういう重要な

町の計画、それを変更した。変更したときには、ちゃんとそれなりの理由があって変更、

１年延期にしたということ、それも理解できます。であるんだったら、だったらば、議

会にね、説明があってもいいのかなと。正直言うとね、今回この総括質疑の対象にした

のは、５年たってね、もう既に終わっているのにも関わらず何の説明もなかったなと、

報告もなかったなというね、ことがあったもんだから、ということでこれを取り上げた

経緯があるんだけっども。ということでね、ということでっつうか、これ以上、この件

については、今のね、町長の答弁では進まない。これもさらに確認してね、あらゆるっ

つうか、必要な場面で取り上げていきたいと、ということで、この件については。 

議 長（岩佐哲也君）もし区切りであれば、ここでちょっと１０分休憩したいと思うんですが、よ

ろしいですか。（「いいです」の声あり）いいですか。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）じゃあ１時間１０分過ぎましたので、暫時休憩とします。再開は１７時２０

分。５時２０分とします。 

午後５時０７分 休 憩 

                                             

午後５時２０分 再 開 

議 長（岩佐哲也君）再開します。休憩前に続き会議を開きます。 

                                             

 ８番（遠藤龍之君）さっき、この件については終わっかと思ったんですけど、２点ばっかし確認

したいことがありますので、改めて確認します。 

      この計画、生きた計画、５年間の計画なんですが、この計画期間５年間の中で、ここ

で示してる目標値設定してるわけですが、それに対してそれぞれの実績について整理さ

れていれば伺います。整理されていなければいいです。あとさらにこの件についてはね、

あと特別委員会等々の中で確認して、つくってるかつくっていないか。 

      あともう一つ、そういう意味で答えられっか、それを進めていく上での総合戦略の推

進体制、これの構成、体制はどうなってんのか。どこが担当してるのか、あるいはね、

体制、の２点を確認したいと思います。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。地方創生総合戦略につきましては、人口減少問題対策本

部会議、こちらがございまして、今年度、来年度の改定に向けまして、今、順次作業を

進めているところでございまして、そのプロジェクトチームという形で、現在、地方創

生全般の部分と、あと子育て関連のプロジェクトチームということで、こちらと連携し

ながら検証を進めていくということとしております。以上でございます。 

 ８番（遠藤龍之君）そうすっと、そうした体制の中で、この取り組みは、今の答えではこれから

取り組むという話なんですが、これ５年前につくってきて、だから、あとその前のもう

１点っつうのは、この５年間、計画では平成２７年から３１年っていう計画期間になっ

てんだけども、先ほどのあれでね、１年延ばしたということで、またこの３２年が残ん

のは、何か月か残ってるんだけど、もう大体そういう、あとさっきも言ったけども、毎
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年毎年検証して、毎年の取り組みを確認して前さ進んでいくという計画になってるんで

すけども、ですから、数値等々はこう出てると思うんだけども、その辺が整理されてる

のかどうか。実績、目標値に対する実績。先ほど子育てについてはね、１．１が１．４

に対して１．２とかっていうね、そういうのが出てきたからあれなんだけども、あるな

しでいいです。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。数値につきましては、各課のほうから報告をいただきな

がら、実績値というもので、こちらのほうは、毎年こちらのほうは確認をしているとこ

ろでございまして、今年度、来年度策定する総合戦略の計画策定に向けて、現計画の、

こちらの確認、チェックということを行っているというようなところでございます。以

上でございます。 

議 長（岩佐哲也君）計画があるかないかということだった。（「目標に対してどうなのかというこ

との確認、どうなってるか、したら、どうもなってないっつうんでは、これからしてい

きますとか、それはそれで具体の回答になる」の声あり」） 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。そちらにつきましては、現在、整理中でございます。 

 ８番（遠藤龍之君）あのね、せっかくこうここで終わっかと思うとね、何でそういう横やり入っ

てくんだかね。ていうふうなことであるならば、去年までの数字は設定さってあるんで

すからね、毎年、毎年書きかえてやるっていうのが、この進め方に明確に載ってんだか

ら。んだから、あっかないかっつうだけでいいからっていうことを確認しているにも関

わらず、今のような答えが出てくるとね、別の方向にまた進んでいくんです。だって、

やることやってねえっつうことが明らかなるんだもん。ここの場でそういうことしたく

ねえから、曖昧な部分については特別委員会にいって、そこで改めて確認するって何回

も言ってんのにも関わらず、何でそういう方向に持っていくのか、私は非常に残念、残

念でねえ、とにかくここまできたんだから答えてください。去年までの整理、整理して

いくっつうことなんだから。去年までのことについて。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい、議長。令和元年度末ということでの実績値ということで、各課

から報告をいただいているというところでございます。（「できてればいいんだ。そうす

っと、また去年のことあれだけど３０年度もいいですか。平成３０年、３年目か４年目

か、そしたらちゃんと、やってるっつうんだったら、ちゃんと数字整理されてるだろう

から」の声あり）あと、２９年度ということで整理はしているところでございます。（「じ

ゃなくて、整理してっとかはいいんだ、それは答えとして出てんのかい。じゃあ、その

答え出てんのは、言ってる意味、はいちょっと」の声あり） 

 ８番（遠藤龍之君）言っている意味分からないですか。私は、毎年毎年、この方針に従って進め

てる、その進められ方としては、毎年度事業の見直しを行っていきます、あるいは総合

戦略の推進を図って、必要に応じて改定すると。で、検証としては適宜見直しを行い進

めていくというね、そして大丈夫だ、毎年度事業の見直しを行っていきますだから、毎

年度数値は出てるんですよ。この取り組みをしてるとすれば。その実績をここ、例えば

ですよ、さっき言った待機ゼロとかね、あるいは合計特殊出生率がね、１．４、これは

もう平成３２年度で１．４に、このとおりに取り組んでいけば１．４にしなくてはなら

ないんだ。それが目標値なんだけども、それはそれでね、大変な事業。その目標値に対

して、５年間取り組んだ結果、んでどうなのという、そういう実績。合計特殊出生率に

ついては、先ほど１．４の目標に対して１．３とか１．２とかというね、そういう数値。
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それだから毎年度確認して出てくる。それがこれ４つの、子育て施策だけでなくていろ

いろな指標あるんです。それがね、やってるっつうんだったらば出してくださいと。や

ってねえんだったら出せねえからね、そこんとこ。今後やんのは当然ね、頑張ってもら

う必要、計画を立ててる以上。そういうことなんです。ていうかね、もうこの実態見た

ときにはね、ほんとにつくってないんだなということが見えます。それに反論するんだ

ったは反論していただいていいんですけども、私はそういうふうに受け止めました。こ

ういう取り組み、せっかくつくったこのね、大事な重要なこの計画がね、結局何の取り

組みもされていなかったということが、とりわけこの、去年ですね、元年度の１年間の

活動見たときに、それが取り組まれていなかったということが、ここで残念ながらはっ

きり明確になったということを確認して、何かあるんだったらこう、いや、ほんなこと

ねえっつうことであれば、いつでも受けます。 

      ということを確認して、次に、２件目の農山漁村地域への復興基盤ですね。これにつ

いて、答弁の中でも非常に明るい結果を表明しているわけですが、この事業に対しても、

もう耕作可能といって皆さんに手渡した、あるいは貸し付けて再耕といいますか、耕作

を再耕させたというふうに強調してるんですが、実際のところ、いろんな不具合が出て

きて、それも報告してあるんですね。それに対する対策もしていると。それはそれでい

いです。ということで、まず１９年度ね、去年の取り組みどうだったのか確認します。 

東部地区基盤整備推進室長（菅原健志君）はい、議長。今のですね、ご質問にお答えします。昨年

度は、先ほどのですね、答弁でもありましたとおり１３９件という内容になっておりま

す。１３９件の内容につきましては、ちょっとここにもですね、理由は書いておるんで

すが、前例のないですね、こういった移転元地宅地等がですね、宅地等とか、農地の畑

とかですね、水田が畑になったり、水田になったりとかってことで、１枚の中にいろん

なですね、地目の土地が入ったと、そういうことによってですね、こういったちょっと

不具合等がですね、施工中はきちっと、きちっとというかですね、施工中はそういうの

を考慮しながらやっていながらも、やってるんですが、ちょっと十分でない部分がです

ね、ちょっとございまして、その部分については１３９件、昨年見られたと。 

      その成果としましては、一部ですね、排水不良の部分を除きまして対応はしていると

ころでございます。で、その排水不良の部分につきましては、昨年度ですね、試験施工

ということで、特に中浜工区に、今試験施工をしているんですが、暗渠排水というよう

な形とかですね、あと深型のサブソイラーとかですね、そういった試験施工をして、今

年度ですね、そこにネギを作付をしまして、生育調査を踏まえてですね、その試験結果

を踏まえて、今年の排水不良の対策をしていきたいというふうに、今考えております。

以上です。 

 ８番（遠藤龍之君）この事業についてもですね、より山元町にとっては大事な重要な事業である

という認識は持っておりますので、ぜひですね、今後、時間もないだろうけれども、こ

の件については、最終完結するよう求めて、この件については終わります。 

      次、４点目の繰越明許の対応についてでありますが、この件については前議員が、前

の同僚議員が確認されたところであります。して、この答弁については収束っていいま

すかね、収まりつつあるというのが答弁だったかと思いますが、ちょっと認識違う、私

と若干違うんで、ちょっとその辺の確認をして終わりにしたいと思いますが、私はこれ

ね、ちょっと数字違うんだけっども、これを単純に、毎年の繰越明許費の繰越し額の数
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字をもって確認したんですが、それによると、実額についてはね、当然減ってきてるの

は当たりめえ、そもそもが全体が下がってるんだから、パーセンテージで見っと増えて

るんだね。４．６７から、平成２８、２９、３０、３１とね、調べてみっと。そうすっ

と、逆に言うと年々増えているのはなぜなのかなと。あるいはね、先ほど町長が、人が

足んねえ大変なんだから、当たり前という表現は使わないけっども、これはもう致し方

ないことなんだというような発言がされたんですけども、そういうふうに受け止めれば

いいのかな、がどうなのかということを、これは担当者のほう、こっちも、担当者のほ

う、繰越し、どこを向いてあれしていいか分かんねえんだけども、その辺の見解につい

て確認します。 

企画財政課長（齋藤 淳君）はい。繰越明許費の推移につきましては、先ほど議員からお話ありま

したとおり、額というところで押さえておりまして、平成３０年から令和元年ですと約

１７億円と。その前年が１９億円。その前年が３１億円、またその前年になりますと１

０６億円ということで、数字的には年々減少してきているというようなところでは押さ

えていたというところでございます。以上でございます。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。ちょっと数字違うんじゃねえか。この決算書で見た数字なんだ

けども。これも見て一番最初に出てくる、例えば今年、３１年度のやつは、これで見て

翌年度繰り越すべき財源として、（２）繰越明許費、繰越し額９億１，６９５万、そこの

項を見た推移だったんだけっども。あんまり意味のないあれなんですか。であれば、こ

れはやめっけっど。ただ、この推移を見るならば、まだまだやっぱり増えている傾向が

見られるということから、ちょっと疑問して、ちょっと懸念をして確認をしたいという

ことで。もしその辺のね、原因が分かれば次に生かす、もっと当たり前の数値に戻すよ

うな努力をしなくちゃないのではないのかなというようなことから、確認の意味で質問

してるんですが。俺の受け止め方がおかしいのか。今、何だ、３０年度は２０億、３０

年から令和元年度、１７億だから、こいつはここの９億……、まあいいです。何か分か

んないですから。この質問の意味が十分伝わっていないということを確認して、これも

やめます。やめますっつうかね、これ何をほんと問いかけたかったかっていうのね、や

っぱり当初予算の設定に問題ねえかと。先ほどのね、先ほどの質問にもあったんだけど

も、それはないっていうね、町長のあれだったんだけっども、大変だ。やっぱし、どう

してもね、取り組みに問題はねえかというふうなところに行き着いてしまうんです、こ

の数字の流れからだけ見っと。ところがね、先ほどの答弁だと、一生懸命大変だからっ

ていうことで致し方ないいうような答えがあったようですから、これも答えがあったっ

ちゅうようなことで、非常に大きな疑問を持ちながら、この件については終わらせてい

ただきます。 

      あと最後ですが、２件目のですね、介護事業費の取り組みについてを確認します。 

      回答の中で、ちゃんと詳しく数字まで上げて、こういった回答をいただくと、そんな

にね、いろいろという疑問は出てこなくなるんです。回答はね、ほんとに少し理解でき

るような回答をもらえばね、こんなにここでね、確認し合うことってないんです。そう

いうふうな回答をいただければね。と言いながらも、せっかくね、こうして出していた

だいて、ここまで数字で出していただくっつうことは、担当者も十分理解、自覚してる

ということかなというふうに受け止めました。ですから、非常にやりとりは簡単なのか

なと。そして、ただこの表現がですね、被保険者の負担を軽減できるよう基金を有効活
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用した保険基準額の設定に努めてまいりたいということで、私が求めてるのは、はっき

り言ってね、引き下げろと、引き下げるべきだということが、この目的なんです。次に

生かすんです、この結果を見てね。そして異常な膨れ上がり方なんです、この基金額っ

ていうのはね。これまでもこういうことあったのかな、２億以上して。そしてこれはね、

２年続いて差引きのね、１億近い、去年も、３０年度か、３０年度も８，８９０、約８，

９００億残して、残してっつうのは黒字でね、収支差引き、そしてその半分４，５００

万を基金に繰り入れてる。そして、去年ですね、去年はもう、今度収支差引き、この黒

字が、こういう企業で、会計で、このくらいの大幅な黒字っつうのは、民間経営、利潤

追求する、利益追求する企業だったら大喜びしなくちゃならない決算の結果なんですが、

これ違うんです、介護保険事業だっつうとね。人様の保険料を頂いて、それで経営して

る。余ったら返さなくちゃない、理屈上はね。そういう私は理解をするわけで、それに

しても、３年間、４年間という長い事業計画の中だから、毎年、毎年変えてたんでは事

務も大変だというようなことから、３年計画とか５年計画の中で設定してるという説明

は何回も受けて、ある程度理解もするわけですが、しかし、こうもおっきくなると、こ

れはやっぱしね、返さなくちゃならないいうふうに考えてます、次に生かすっつう意味

ではね、今回の決算の結果を見たとき。して、国保と違ってね、介護保険料、ここで説

明してます今年度のね、令和元年度１億８，８００万から、この基金を使って、今年度

の予算を確保するために１，８００万、そこから取り崩して、だけっども、９月補正で

もまだ３７４万も返すって、非常に健康的な経営なんですね、これね。その結果、今回

のあれが認められれば５，６００万、さらにそれに加わっと、最終的に、今現在で２億

２，９００、約２億３，０００万と。これが最終的にまた決算時期を迎えたときにどう

なるかというのが、非常に私としては関心の高い、まあ二、三百万の世界だと思うんで

すけど。といいますのは、この平成２７年からのを見てみますと、取崩し額が、平成２

７年度から４９６万、３４０万８，０００円、１，４３２万、１，１３５万、そして３

１年度は６７７万８，０００円。これくらいしか取り崩してないんです、当初でね。そ

してその結果を見っと、１年間の中で見っと、大体それが戻して増えてるんですね。と

いうのが、これは結果ね。決算の。そうすっと、この３２年度も、この経過を見ると、

さらなる譲与が生まれるんではないかと想定されるとね、３億とまでは言わねえけどね、

相当な金が、資金が生まれていると。この相当なです、これ。国保の場合、いろんなあ

れが入ってっから簡単でもないようだけど、これは明らかにもう決まってる、負担区分

がね。そしてこのパイがおっきくならない限りは、やっぱり対策、対応しなくてない。

国保の場合、医療費がどうのこうの、何とかがどうのって、これもね、理屈だと思って

んだけっども、そいつは置いといて、この場合は大体サービス料決まってるんです、決

めてるんです｡そして、突然何があるっていうふうなことも考えられない事業なんです、

介護保険事業っつうのはね。そうしたときに、こんなに基金をため込んでおく必要があ

んのかというのが私の考えです。そして、これまでもそういう考えを展開してきて、崩

して何とか負担減らせというようなことを訴えてきたんですが、なかなかそういう要求

は受け止められなかった。その結果、２億も３億もまたため込んでしまった。今ね、昔、

１０年前、２０年前だったら利息相当ついてね、ためておくのもね、一つのあれだった

んだけど、今全くつかねえからね。ということを考えると、やっぱりこの基金の活用っ

つうのはね、今すぐやっぱり考えていかなくてないというふうに考えるんですが、その
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ことは町長、いかがでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。議員のお尋ねの部分については、先ほどの１回目の質問でそういうこ

とも含めてですね、お答えをしたつもりでございます。というのは、議員国保とかです

ね、介護保険については継続的に取り上げてこられているというふうな、そういうこと

は十分踏まえた上で、１回目の回答とさせていただきましたので、議員のおっしゃりた

いことは、ここにこれまで以上にシビアにという、見極めというですね、言葉をあえて

表現させていただきました。ですからね、あえてこういう場面で言わせてもらいますけ

ども、各課長なり各課に相当主体的に委ねて頑張ってもらってる、相当の成果も上げて

いただいているという、そういう側面と、やっぱり一緒にね、シビアさを追求していき

ませんと駄目だという部分もありますのでね、そこは、この部分については、私も改め

て今回のこの数字をですね、見たときに、遠藤さんのみならずというふうな思いをして

いるところでございますのでですね、十分問題意識を踏まえて対応してまいりたいとい

うふうに思います。 

 ８番（遠藤龍之君）はい、議長。この件については、改めて確認しますが、なかなか明快なね、

明確な表現、言葉で出てこないですから、私はこう受け止めたということでおさめたい。

シビアに見極め、被保険者の負担を軽減できるよう基金をというね、その表現をそのま

ま正確にっつうか、素直に受け止め、これは負担軽減のために何らかの対策を講ずるも

のだというふうな受け止めをして、そういうことで次回に頑張っていただきたいと、取

り組んでいただきたいということを求めて終わります。 

議 長（岩佐哲也君）８番遠藤龍之君の質疑を終わります。 

      これで総括質疑を終わります。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）静粛に願います。お諮りします。 

      ただいま議題となっております認定第１号から認定第７号までの７件については、議

長及び議会選出監査委員を除く全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      認定第１号から認定第７号までの７件については、議長及び議会選出監査委員を除く

全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに

決定しました。 

      決算審査特別委員会委員の方は、直ちに全員協議会室で会合の上、委員長、副委員長

を互選し、その結果を議長まで報告願います。 

                                             

      この際、暫時休憩とします。再開は１８時１０分、６時１０分とします。 

午後５時４５分 休 憩 

                                             

午後６時１０分 再 開 

議 長（岩佐哲也君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）決算審査特別委員会の委員長、副委員長が互選され、その結果が報告されま
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したので、報告します。 

      決算審査特別委員会の委員長に竹内和彦君、副委員長に菊地康彦君が選任されました。 

      以上で報告を終わります。 

                                            

議 長（岩佐哲也君）お諮りします。 

      決算審査特別委員会に、地方自治法第９８条第１項の検査権と同法第１００条第１項

の調査権を委任したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      決算審査特別委員会に、地方自治法第９８条第１項の検査権と同法第１００条第１項

の調査権を委任することに決定しました。 

      お諮りします。 

      ただいま決算審査特別委員会に付託しました認定第１号から認定第７号までについて

は、山元町議会会議規則第４５条第１項の規定により、９月１４日午後４時までに審査

を終了するよう、期限をつけることにいたします。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（岩佐哲也君）異議なしと認めます。 

      認定第１号から認定第７号までについては、９月１４日午後４時までに審査を終了す

るように、期限をつけることに決定しました。 

                                             

議 長（岩佐哲也君）以上で本日の……、何かありますか。 

      ９番岩佐孝子議員から発言の要請がありましたので、許可したいと思います。 

      ９番岩佐孝子君、登壇願います。 

 ９番（岩佐孝子君）私は、総括質疑の中で [２１文字削除] 不適切な発言をいたしました。地

方自治法第１３２条品位の保持を犯すため、おわびし、発言の撤回を申し入れます。以

上です。 

議 長（岩佐哲也君）９番岩佐孝子議員の発言を終了しました。 

      以上で本日の記事日程は全て終了しました。 

      本日はこれで散会します。 

      次の会議は９月１６日午前１０時開議であります。 

午後６時１３分 散 会 
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